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「こども性暴力防止法」の施行に向けて、こども家庭庁が「ガイドライン」を作成したことを受

け、文部科学省として当該ガイドラインの留意事項を通知いたしますので、法の施行による性暴

力の防止等に向けて、取組の徹底をお願いします。 
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「こども性暴力防止法」の施行に向けたガイドラインについて（通知） 

  

昨今、教師をはじめとする教育関係者等による児童生徒等への性暴力等の事案が

相次いで報道されておりますが、こうしたことにより教育現場への信頼が損なわれ
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るような状況が生じていることは極めて遺憾です。児童生徒等への性暴力等は決し

てあってはならないことであり、断じて許されない行為です。 

文部科学省においては、関係機関に対し、児童生徒等への性暴力等の防止等に関

して、必要な措置を講ずるよう取組の徹底をお願いしてきたところです。 

この度、令和６年６月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下

「法」という。）の施行が令和８年 12 月 25 日に予定されていることに伴い、別添の

とおり、こども性暴力防止法施行ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）が

定められ、こども家庭庁から各都道府県等に対して通知が発出されました（別添１）。 

文部科学省としても、法の着実な施行を含め、児童生徒等への性暴力等の防止に

向けた取組を徹底するため、ガイドラインの留意事項及び参照箇所を下記のとおり

まとめましたので、十分に御了知の上、下記のことにつきまして、都道府県教育委

員会教育長等におかれましては、別紙に掲げる表のとおり周知をお願いします。 

下記記載のページ番号は、ガイドラインにおけるページ番号を指します。また、

今後こども家庭庁において、問合せ窓口を別途設置予定とのことですので、詳細が

決まり次第、別途情報提供いたします。 

なお、本通知はこども家庭庁と協議済みであることを申し添えます。 

 

記 

 
１．法の目的と学校設置者等の責務 
法は、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性

暴力等の防止等の措置を講じること等を義務付けるものである（P11―P12）。例え

ば、初犯防止対策として、早期把握、相談、研修を行うことや、被害が疑われる場

合の対応として、調査、保護・支援を行うこと、再犯防止対策として、従事者の特

定性犯罪前科の有無を確認すること（以下「犯罪事実確認」という。）を義務付けて

いる。 
このため、法の概要やガイドラインの概要（別添２）、説明動画（別紙二次元コー

ド）も参照の上、学校設置者等の責務等をよく理解するとともに、こども家庭庁が

開催する説明会等に積極的に参加するよう努めていただきたいこと。 
 
２．法の定義 
（１）児童等（P13―P14） 
法における「児童等」には、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学

校・中等教育学校・特別支援学校・幼保連携型認定こども園に在学する者や 18 歳未

満の者のほか、高等専門学校の第１学年から第３学年に在学する者や専修学校高等

課程に在学する者が含まれることを踏まえ、性暴力の防止に向けて法に基づく取組

を進めること。 
 
（２）児童対象性暴力等 
法における「児童対象性暴力等」は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止

等に関する法律（令和３年法律第 57 号。以下「教員性暴力等防止法」という。）第

２条第３項に規定する「児童生徒性暴力等」の行為と同範囲であること（P15―
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P19）。また、ガイドラインには、児童対象性暴力等につながり得る「不適切な行為」

の考え方や具体例が整理されているので参照すること（P20―P24）。 
 
（３）特定性犯罪（P25―P35） 
犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪」の範囲について、ガイドラインを参照

すること。なお、教員性暴力等防止法に基づくデータベースの対象となる範囲（「児

童生徒性暴力等」を行ったことにより教員免許状が失効等となった者）との違いに

ついては別添３を参考とすること。 
 
３．対象事業・対象業務 
（１）対象事業・対象業務の考え方 
犯罪事実確認等の対象となる従事者については、任用の形態は問わず、「支配性」

「継続性」「閉鎖性」の３要件（以下「３要件」という。）を全て満たすものである

こと（P41―P42）。また、職種全体が対象になる場合と、職種のうち一部の者が対

象になり得る場合がある。このうち、一部の者が対象になり得るものについては、

各学校設置者等がその実態に応じて、３要件の判断基準に基づき判断・特定するこ

とが求められるため、ガイドラインにある具体例や考え方を参照すること（P42―
P47）。 

なお、教育実習生についても、犯罪事実確認の対象となるかは実習の実態に応じ

て判断されることとなる（P71）。こども家庭庁及び文部科学省においては、別途、

教職課程を置く大学等の長に対し、実習に関する大学等の対応等に関する留意事項

を通知することを予定しているので、実習施設となる学校の設置者等は、大学等と

適切に連携して対応すること。 

 

（２）民間教育保育等事業 

法では、犯罪事実確認等が義務となる学校設置者等以外に、児童等に対して教育、

保育等を提供する事業（以下「民間教育保育等事業」という。）の事業者も、こども

家庭庁による認定を受けることで、「認定事業者等」として犯罪事実確認が義務付け

られ、犯罪事実確認書の交付申請をすることが可能とされている。民間教育保育等

事業としては、例えば、専修学校一般課程や各種学校、学習塾、スポーツクラブ、

ダンススクール、教育支援センター、フリースクール等が法やガイドラインにおい

て挙げられているが、認定の対象となる事業に関する詳細はガイドラインを参照す

ること（P48―P57）。認定の基準や申請方法、認定事業者等が表示できるマーク

（こまもろうマーク）等の詳細については、ガイドラインを参照すること（別添４

及び P72―P113）。 

また、学校設置者等と同様に、職種の一部が犯罪事実確認等の対象になり得る従

事者については、認定事業者等がその実態に応じて、３要件の判断基準に基づき判

断・特定することが求められるため、ガイドラインにある具体例や考え方を参照す

ること（P59―P64）。 

 
４．安全確保措置 
（１）早期把握、相談、調査、保護・支援、研修 
法では、児童対象性暴力等の未然防止や発生時の適切な対応等のため、日頃から

講ずべき措置（研修（P121―P125））や児童対象性暴力等を把握するための措置
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（早期把握、相談（P129―P138））等が規定されていること。なお、学校について

は、教員性暴力等防止法に規定する措置を講じていれば、当該措置と重複する内容

については、基本的には法やガイドライン等で示す内容を満たすこと。 
防犯カメラ等の活用については、その有効性とともに、個人のプライバシーや児

童等への心理的な影響、現場の萎縮、目的外利用の禁止といった観点への配慮、関

係者間の丁寧な議論や合意についてガイドラインに記載されている（P120―P121）。
これらも踏まえ、学校設置者等において、様々な防犯対策の一つとして、各学校の

実情に応じてその設置や活用の判断を行うものであること。また、ここでいう関係

者間の丁寧な議論や合意については、児童生徒等の安全対策を充実する際、関係者

に丁寧に説明を行い、理解を得ていく一般的なプロセスを想定しているものであっ

て、保護者等一人一人の合意を文書等により得ることまでを求めている趣旨ではな

いこと。なお、防犯カメラ等の設置を含む防犯対策の観点から必要となる工事に要

する経費については、従来より学校施設環境改善交付金及び私立学校施設整備費補

助金等による補助の対象となり得ること。 

児童対象性暴力の未然防止のためには、児童等への教育・啓発も重要である。こ

のため、「生命（いのち）の安全教育」について、改めて手引きや動画教材を活用す

るなどして、各学校や地域の状況に応じ、積極的に取組を進めること（別添５及び

P126―128） 

実際に児童対象性暴力等が行われた場合（疑いがある場合を含む。）は、警察と連

携するとともに、必要な事実確認等を行うこと（P139―P160）。 
 
（２）犯罪事実確認 
学校設置者等においては、令和８年 12 月 25 日（法の施行日）以降に対象業務に

従事させる者については業務を行わせるまでの間に、施行時現職者については令和

11 年 12 月 24 日（施行日から起算して３年を経過する日）までの間に、犯罪事実確

認を行わなければならず、また、いずれの者も、法務大臣が犯罪事実に係る確認を

行った日から５年を経過する日の属する年度の終わりまでに再確認を行う必要があ

ること（P162―P168）。 
犯罪事実確認における犯罪事実確認書の交付申請や交付の手続等についてはガイ

ドラインを参照すること。特に、犯罪事実確認書の交付申請に当たっては、従事者

が戸籍等の情報をこども家庭庁に提出することが必要であり、これらの手続等につ

いて従業者に対する必要な周知を行うこと（P177―P203）。こうした犯罪事実確認

は、こども性暴力防止法関連システムを通じて行うこととなっており、学校設置者

等については、法の施行と同時に法に基づく義務が生じることから、施行時点で、

同システムへのアカウント登録が確実に行われている必要があること（P331―
P335）。また、施行時現職者の犯罪事実確認が令和 11 年 12 月 24 日までの３年間で

滞りなく行われるよう、交付申請の時期を分散することとしていること（P336―
P340）。都道府県立学校・市町村立学校の場合は、今後、こども家庭庁より各学校

設置者等に対して、分散の方法や交付申請に係る工程表の作成等に関して詳細が示

される予定であることから、その内容を踏まえ、適切に対応いただきたいこと。 
 一方、法においては、やむを得ない事情で、業務を行わせるまでの間に犯罪事実

確認を行ういとまがない場合の「いとま特例」が規定されており、この考え方につ

いてもガイドラインを参照すること（P168―P175）。 
なお、教員性暴力等防止法においては、教育職員等（教育職員（教育職員免許法
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（昭和 24 年法律第 147 号）第２条第１項に規定する「教育職員」をいう。）並びに

学校の校長（園長を含む。）、副校長（副園長を含む。）、教頭、実習助手及び寄宿舎

指導員をいう。以下同じ。）を任命し、又は雇用しようとするときは、教員性暴力等

防止法第 15 条第１項のデータベースを活用するものとされている。このため、教育

職員等を任命し、又は雇用する者は、法に基づいて内定等の後に実施する犯罪事実

確認とは別に、内定前に、データベースを活用することが必要となること（P206―
P208）。犯罪事実確認とデータベースの違いについては別添３を参考とすること。 
これらの詳細についてガイドラインをよく参照した上で、各学校設置者等におい

て犯罪事実確認が確実に行われるよう、万全を期すこと。 
 
（３）防止措置 
法では、児童対象性暴力等が行われるおそれ（以下「おそれ」という。）があると

認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置（以下「防止措置」

という。）を講じなければならないとされており、おそれがあると認めるときの考え

方の整理を参照すること（P215）。また、おそれの内容に応じて講じるべき防止措

置の内容を参照すること（P216―P217）。 
特に、特定性犯罪事実該当者については、原則、対象業務に従事させないことが

求められ、内定取消しや配置転換等の措置を講じること等が考えられる。こうした

具体的な留意点がガイドラインで示されているので、参照すること（内定取消しは

P219―P220、配置転換、出向及び転籍はP223―P225、懲戒解雇はP225―P228）。 
また、こうした対応に先立っては、事業者が法の施行前からあらかじめ、内定取

消事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めたり、就業規

則における懲戒事由として必要な事項を定めたりしておくべきである。こうした事

業者があらかじめ行うべき事項が整理されているため、ガイドラインを参照するこ

と。また、事業者が、求職者・現職者等に対し、あらかじめ確認・伝達を行ってお

くべき事項がまとめられているため、採用面接等を通して確認・伝達をすること

（P235―P236）。 
 

５．情報管理措置 
犯罪事実確認記録等は、個人の特定性犯罪事実を含む情報であり、漏えい等が万

が一にも発生することの無いよう、法において対象事業者等に対して適正な管理を

求めている。具体の措置については、ガイドラインを参照すること（P244―P290）。
特に、犯罪事実確認記録等について、離職等の日から起算して 30 日など、一定の日

を経過する日までに廃棄・消去しなければならないこと（P285―P286）。なお、こ

こでいう「離職」の解釈については、P175―P176に示されているので参照すること。 
 
６．監督等 
 法及び各業法においては、犯罪事実確認・安全確保措置・情報管理措置の実効性

を担保するため、こども家庭庁及び所轄庁（ここでいう所轄庁とは、各業法におい

て、各事業・施設の適正な運営の確保について責任を有する公的機関のことを指す

とされている。以下同じ。）が、各対象施設において法に基づいた適切な対応が行わ

れているかについて、犯罪事実確認実施者等の監督等を行うこととされている。各

所轄庁と犯罪事実確認実施者等を整理した図表とともに、監督等の観点がガイドラ

インにあるため、参照すること（P291―P308）。 
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７．その他 
犯罪事実確認等は、学校設置者等の事業者に義務付けられているものであり、各

事業者において対象業務従事者の犯罪事実確認等を実施する必要があること。ただ

し、県費負担教職員に関する扱いなど、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の

役割分担については、ガイドラインで詳細を参照すること（P325―327）。なお、都

道府県採用で市町村教育委員会が設置する学校に派遣されるスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー等の職員の犯罪事実確認については、P208 に示されて

いるので参照すること。また、対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者で

ある場合の留意点については P205―P206 に示されているので参照すること。 
また、４（２）記載のとおり、犯罪事実確認はこども性暴力防止法関連システム

を通じて行うこととなっているところ、こども性暴力防止法関連システムの利用に

あたっては、確実にシステムに登録されるよう、一括登録を行うこととなっている。

一括登録に当たっては、学校設置者等が G ビズ ID を事前取得する必要があるため、

令和８年４月までに G ビズ ID を取得すること（別添６）。また、一括登録に向けて

は、今後、こども家庭庁より、マニュアルが示される予定であることから、当該マ

ニュアルを参照の上、適切に対応いただきたいこと。その際、こども家庭庁から一

括登録のとりまとめの依頼を受ける「登録とりまとめ担当」について、例えば、学

校を設置する株式会社、宗教法人や社会福祉法人等は、都道府県知事がとりまとめ

ることとするなどの整理がなされているところ、ガイドラインを参照し、遺漏なく

一括登録が行われるようにすること（P331―P335）。 
 
【別添資料一覧】 
別添１ こども性暴力防止法施行ガイドラインについて（周知依頼）（令和８年１月

９日付けこども家庭庁支援局長通知） 
別添２ こども性暴力防止法及び「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の概要 
別添３ こども性暴力防止法と教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す

る法律の比較 
別添４ こども性暴力防止法の事業者マーク（こまもろうマーク）の策定について

（令和７年 12 月 25 日付けこども家庭庁支援局長通知） 
別添５ 「生命（いのち）の安全教育」について 
別添６ こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるＧビズＩＤの事前取得

について（依頼）（令和８年１月 27 日付けこども家庭庁支援局総務課長・

デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知） 
参考 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について

（令和７年 12 月 26 日付け文部科学省総合教育政策局政策課事務連絡） 
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※こども性暴力防止法についてのお問合せは、以下にお願いします。 
こども家庭庁支援局総務課 こども性暴力防止法施行準備室 
電 話：03-6858-0195 
Ｅ－mail：kodomokatei.dbs@cfa.go.jp 
 
【本通知全体に関することについて】 
文部科学省総合教育政策局政策課企画調整係 
電 話：03-5253-4111（内線：2641） 
Ｅ－mail：soseisk@mext.go.jp 

 
【公立学校について】 
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育公務員係 
電 話：03-5253-4111（内線 2588） 
Ｅ－mail：syoto@mext.go.jp 

 
【私立学校について】 
文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係、企画係 
 電 話：03-5253-4111（内線 2532） 
 E-mail：sigakugy@mext.go.jp 

 
【国立大学法人が設置する附属学校について】 
文部科学省高等教育局専門教育課教員養成企画室教育大学係 
 電 話：03-5253-4111（内線：3498） 
 E-mail：kyoin-y@mext.go.jp 
 
【公立大学法人が設置する附属学校について】 
文部科学省高等教育局大学振興課公立大学係 
 電 話：03-5253-4111（内線：3370） 
 E-mail：daigakuc@mext.go.jp 

 
【高等専門学校について】 
文部科学省高等教育局専門教育課高等専門学校第一係 
電 話：03-5253-4111（内線：3347） 
E-mail：senmon@mext.go.jp 

※高等専門学校を設置する公立大学法人、学校法人に関することについ
ては各法人の担当部署にお問い合わせ願います。 
 
【専修学校・各種学校について】 
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室第一係 
電 話：03-5253-4111（内線：2915） 
Ｅ－mail：syosensy@mext.go.jp 

 
【文化関係団体について】 
文化庁（総合調整担当） 
電 話：03-5253-4111（内線：2896） 
Ｅ－mail：s-kikaku@mext.go.jp 

 
【スポーツ関係団体について】 
スポーツ庁政策課企画係 
電 話：03-5253-4111（内線：3780） 
Ｅ－mail：sseisaku@mext.go.jp 

 
【社会教育関係団体について】 
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課法規係 
電 話：03-5253-4111（内線：2973） 
Ｅ－mail：houki@mext.go.jp 

 

mailto:kodomokatei.dbs@cfa.go.jp
mailto:soseisk@mext.go.jp
mailto:syoto@mext.go.jp
mailto:sigakugy@mext.go.jp
mailto:kyoin-y@mext.go.jp
mailto:daigakuc@mext.go.jp
mailto:senmon@mext.go.jp
mailto:syosensy@mext.go.jp
mailto:s-kikaku@mext.go.jp
mailto:sseisaku@mext.go.jp
mailto:houki@mext.go.jp
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【教育実習生及び教員性暴力等防止法に基づくデータベースについて】 
文部科学省初等中等教育局教育職員政策課教員免許・研修企画室法規係 

電 話：03-5253-4111（内線：3969） 
Ｅ－mail：menkyo@mext.go.jp 

 
【防犯カメラについて】 
文部科学省総合教育政策局男女共同参画社会学習・安全課 
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

電 話：03-5253-4111（内線：2695） 
Ｅ－mail：anzen@mext.go.jp 

 

mailto:menkyo@mext.go.jp
mailto:anzen@mext.go.jp
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別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇こども性暴力防止法施行ガイドライン 

 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#guideline 

〇こども性暴力防止法の説明動画 

 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 

 

宛先 周知先 

各都道府県教育委員会教育長 所管の学校及び各学校を設置する域内の市

（指定都市を除く。）区町村教育委員会担

当課（スポーツ・文化行政担当課を含

む。） 

各指定都市教育委員会教育長 所管の学校 

各都道府県知事 域内の市（指定都市を除く。）町村スポー

ツ・文化行政担当課、所轄の学校法人（私

立学校法（昭和 24年法律第 270号）第 152

条第５項の法人を含む。）及び学校（専修

学校及び各種学校を含む。） 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定

を受けた各地方公共団体の長 

所轄の学校設置会社及び学校 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

高等専門学校を設置する公立大学法人の長 

文部科学大臣所轄学校法人理事長 

設置する学校 

厚生労働省医政局長 

厚生労働省社会・援護局長 

所管の専修学校 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#guideline
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
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令和 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
四
百
三
十
九
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎



令和 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

（
特
定
性
犯
罪
に
該
当
す
る
条
例
で
定
め
る
罪
）

第
二
条

法
第
二
条
第
七
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
条
例
で
定
め
る
罪
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
罰
す
る
も
の
と
す
る
。

一

北
海
道
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
年
北
海
道
条
例
第
十
七
号
）

二

北
海
道
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
年
北
海
道
条
例
第
三
十
四
号
）

三

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）

四

青
森
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
三
年
青
森
県
条
例
第
五
号
）

五

青
少
年
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
岩
手
県
条
例
第
三
十
五
号
）

六

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
岩
手
県
条
例
第
七
十
八
号
）

七

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）

八

迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）

九

秋
田
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
六
号
）

十

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）

十
一

山
形
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
山
形
県
条
例
第
十
三
号
）

十
二

山
形
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
形
県
条
例
第
四
十
七
号
）

十
三

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）

十
四

福
島
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
九
十
号
）

十
五

茨
城
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
三
年
茨
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）

十
六

茨
城
県
青
少
年
の
健
全
育
成
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
茨
城
県
条
例
第
三
十
五
号
）

十
七

栃
木
県
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
栃
木
県
条
例
第
六
十

二
号
）

十
八

栃
木
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
八
年
栃
木
県
条
例
第
四
十
一
号
）

十
九

群
馬
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
一
号
）

二
十

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
十
九
号
）

二
十
一

埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）

二
十
二

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）

二
十
三

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条

例
第
三
十
一
号
）

二
十
四

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
）

二
十
五

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条

例
第
百
三
号
）

二
十
六

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）

二
十
七

神
奈
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
年
神
奈
川
県
条
例
第
一
号
）

二
十
八

神
奈
川
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
神
奈
川
県
条
例
第
二
十
六
号
）

二
十
九

新
潟
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
新
潟
県
条
例
第
六
号
）

三
十

新
潟
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
新
潟
県
条
例
第
五
十
二
号
）

三
十
一

富
山
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
富
山
県
条
例
第
十
七
号
）

三
十
二

富
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
富
山
県
条
例
第
四
号
）

三
十
三

石
川
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
石
川
県
条
例
第
九
号
）

三
十
四

い
し
か
わ
子
ど
も
総
合
条
例
（
平
成
十
九
年
石
川
県
条
例
第
十
八
号
）

三
十
五

福
井
県
迷
惑
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
井
県
条
例
第
十
三
号
）

三
十
六

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
十
五
号
）

三
十
七

山
梨
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号
）

三
十
八

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

三
十
九

長
野
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
長
野
県
条
例
第
八
十
六
号
）

四
十

長
野
県
子
ど
も
を
性
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
条
例
（
平
成
二
十
八
年
長
野
県
条
例
第
三
十
一
号
）

四
十
一

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号
）

四
十
二

岐
阜
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号
）

四
十
三

静
岡
県
青
少
年
の
た
め
の
良
好
な
環
境
整
備
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
六
年
静
岡
県
条
例
第
五
十
五
号
）

四
十
四

静
岡
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
静
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）

四
十
五

愛
知
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
愛
知
県
条
例
第
十
三
号
）

四
十
六

愛
知
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
愛
知
県
条
例
第
四
号
）

四
十
七

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
三
重
県
条

例
第
十
一
号
）

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
四
百
四
十
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
第
三
号
ニ
及
び
第
七
項
第
六
号
、
第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、第
四
十
条
並
び
に
第
四
十
二
条
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
民
間
教
育
事
業
に
係
る
従
事
者
の
人
数
の
要
件
）

第
一
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
項
第
三
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
人
数
は
、
三
人
と
す
る
。
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四
十
八

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
三
重
県
条
例
第
六
十
二
号
）

四
十
九

滋
賀
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
滋
賀
県
条
例
第
三
十
六
号
）

五
十

滋
賀
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
滋
賀
県
条
例
第
四
十
号
）

五
十
一

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
京
都
府
条
例
第
二
号
）

五
十
二

京
都
府
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
三
年
京
都
府
条
例
第
十
七
号
）

五
十
三

大
阪
府
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大

阪
府
条
例
第
四
十
四
号
）

五
十
四

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）

五
十
五

青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
兵
庫
県
条
例
第
十
七
号
）

五
十
六

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
兵
庫
県
条

例
第
六
十
六
号
）

五
十
七

奈
良
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
奈
良
県
条
例
第
五
号
）

五
十
八

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
奈
良
県
条
例
第
十
三
号
）

五
十
九

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
和
歌
山
県

条
例
第
二
十
八
号
）

六
十

和
歌
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
和
歌
山
県
条
例
第
三
十
六
号
）

六
十
一

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
鳥
取
県
条

例
第
二
十
二
号
）

六
十
二

鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
鳥
取
県
条
例
第
三
十
四
号
）

六
十
三

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
島
根
県
条
例
第
二
十
一
号
）

六
十
四

島
根
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
九
年
島
根
県
条
例
第
四
十
一
号
）

六
十
五

岡
山
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
号
）

六
十
六

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）

六
十
七

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
条

例
第
十
五
号
）

六
十
八

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）

六
十
九

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
）

七
十

山
口
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
四
十
七
号
）

七
十
一

徳
島
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
七
号
）

七
十
二

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）

七
十
三

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）

七
十
四

香
川
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
条
例
第
五
十
号
）

七
十
五

愛
媛
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
愛
媛
県
条
例
第
三
十
五
号
）

七
十
六

愛
媛
県
青
少
年
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
愛
媛
県
条
例
第
二
十
号
）

七
十
七

高
知
県
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
高

知
県
条
例
第
二
十
五
号
）

七
十
八

高
知
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
高
知
県
条
例
第
三
十
二
号
）

七
十
九

福
岡
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
八
号
）

八
十

福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
七
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）

八
十
一

佐
賀
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
四
十
四
号
）

八
十
二

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）

八
十
三

長
崎
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
長
崎
県
条
例
第
五
十
九
号
）

八
十
四

長
崎
県
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
長
崎
県
条
例
第
十
七
号
）

八
十
五

熊
本
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
八
号
）

八
十
六

熊
本
県
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
三
十
号
）

八
十
七

大
分
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）

八
十
八

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）

八
十
九

宮
崎
県
に
お
け
る
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
宮
崎
県
条
例
第
二
十
七
号
）

九
十

宮
崎
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
崎
県
条
例
第
七
十
四
号
）

九
十
一

鹿
児
島
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
鹿
児
島
県
条
例
第
六
十
五
号
）

九
十
二

公
衆
に
不
安
等
を
覚
え
さ
せ
る
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
十
一
年
鹿
児
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）

九
十
三

沖
縄
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
沖
縄
県
条
例
第
十
一
号
）

九
十
四

沖
縄
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
五
十
年
沖
縄
県
条
例
第
九
号
）

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
の
う
ち
、
同
項
に
規
定
す
る
罪
を
定
め
る
も
の
を
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
す
る
。

（
学
校
設
置
者
等
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
の
猶
予
期
間
）

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
（
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
の
犯
罪
事

実
確
認
が
完
了
す
る
ま
で
に
三
月
を
超
え
る
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
月
）
と
す
る
。

（
施
行
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
の
猶
予
期
間
）

第
四
条

法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
認
定
事
業
者
等
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
の
猶
予
期
間
）

第
五
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
（
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
の
犯

罪
事
実
確
認
が
完
了
す
る
ま
で
に
三
月
を
超
え
る
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
月
）
と
す
る
。

（
認
定
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
の
猶
予
期
間
）

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
七
条

法
第
四
十
条
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
三
万
千
五
百
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
円
）
と
す
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限
）

第
八
条

法
第
四
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
た
罪
に
つ
い
て
の
法
の
適
用
関
係
）

２

法
第
二
条
第
七
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
罰
す
る
も
の
と
し
て
法
の
施
行
前
に
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
例
で
定
め
ら

れ
て
い
た
罪
（
法
の
施
行
の
際
現
に
当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
を
除
く
。）及
び
次
に
掲
げ
る
条
例
で
定
め
ら

れ
て
い
た
罪
は
、
法
第
二
条
第
七
項
第
六
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

一

山
形
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
形
県
条
例
第
三
十
四
号
）

二

茨
城
県
青
少
年
の
健
全
育
成
等
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
茨
城
県
青
少
年
の
た
め
の
環
境
整
備
条
例

（
昭
和
三
十
七
年
茨
城
県
条
例
第
六
十
号
）

三

栃
木
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
八
年
栃
木
県
条
例
第
四
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
栃
木
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
栃
木
県
条
例
第
三
十
九
号
）

四

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
条

例
第
二
十
八
号
）
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五

い
し
か
わ
子
ど
も
総
合
条
例
附
則
第
五
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
川
県

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
石
川
県
条
例
第
三
十
六
号
）

六

島
根
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
島
根
県
条
例
第
三
十
四
号
）

３

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
例
の
規
定
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二

条
第
七
項
第
六
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
さ
れ
る
罪
を
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
職
員
）

第
一
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
四
項
第
一
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
手
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
職
員

二

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
六
十
五
条
の
三
（
同
令
第
三
十
九
条
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
八
第
一
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

三

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
六
（
同
令
第
三
十
九
条
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
八
第
一
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る

特
別
支
援
教
育
支
援
員

四

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
二
（
同
令
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
部
活
動
指
導
員

五

学
校
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
司
書

六

高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
導
補
助
者

七

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
者
及
び
こ
れ
に
類
す
る
者
（
学
校
教
育
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
職
員
で
あ
る
も

の
に
限
る
。）の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
児
童
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
接
す
る
も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
職
員
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
八
十
五
条
に
規
定
す
る
助
手

二

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
者
に
類
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
児
童
等
に
接
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

（
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
職
員
）

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
三
条

の
三
に
規
定
す
る
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
業
）

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
課
程
の
本
科
を
行
う
事
業

二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
十
八
歳
未
満
の
者
を
専
ら
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。）を
行
う
事
業

三

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
に
お
け
る
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
五
条
第
五
項
の
教
育
訓
練
を
行
う
事
業

（
法
第
二
条
第
五
項
第
九
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
）

第
五
条

法
第
二
条
第
五
項
第
九
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
小
学
校
そ
の
他
の
学
校
施
設

二

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
公
民
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設

三

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童
厚
生
施
設

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設

五

社
会
教
育
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
学
校
協
働
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
類
す
る
も
の

（
法
第
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
）

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

学
級
数
の
増
加
等
を
理
由
と
し
て
緊
急
に
増
員
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
又
は
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
欠
員
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
短
期
間
に
教
員
等
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
新
た

に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
情
の
ほ
か
、
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
者
等
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
施
設
等
運
営
者
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
等
運
営
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者

等
及
び
施
設
等
運
営
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
並
び
に
附
則
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
学
校
設
置
者
等
」
と
い
う
。）の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
短
期
間
に
教
員
等
と
新
た
に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供

に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

〇
内
閣
府
令
第
百
四
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
及
び
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
四
百
四
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
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三

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
予
算
の
成
立
の
時
期
が
、
学
校
設
置
者
等
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
に
近
接
す
る
場
合
そ
の
他
の
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
他
の
事
業
者
か
ら
当
該
学
校
設
置
者
等
へ
の
当
該
者
の
異
動
の
決
定
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

四

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
予
算
の
成
立
の
時
期
が
、
学
校
設
置
者
等
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
に
近
接
す
る
場
合
そ
の
他
の
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
一
の
事
業
者
内
に
お
け
る
当
該
者
の
配
置
換
え
の
決
定
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

五

労
働
者
派
遣
契
約
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
契
約
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
五
号
に

お
い
て
同
じ
。）及
び
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
学
校
設
置
者
等
が
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
契
約
の
締

結
等
に
遅
れ
が
生
じ
、
当
該
契
約
の
締
結
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

六

新
設
合
併
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
に
規
定
す
る
学
校
法
人
の
新
設
合
併
又
は
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
四
条
の
五
若
し
く
は
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
二
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
を
い
う
。）、
会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新
設
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
を
承
継
し
、
新
た
に
学
校
設
置
者
等
と
な
る

者
が
、
継
続
し
て
当
該
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
こ
と
。

七

吸
収
合
併
（
私
立
学
校
法
に
規
定
す
る
学
校
法
人
の
吸
収
合
併
又
は
社
会
福
祉
法
第
四
十
九
条
若
し
く
は
会
社
法
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
吸
収
分
割
（
会
社
法

第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
事
業
譲
渡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
別
の
学
校
設
置
者
等
が
現
に
行
っ
て
い
る
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
を
承
継
し
、
継
続
し
て
行
う

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
承
継
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
短
期
間
で
教
員
等
を
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

八

学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
を
新
た
に
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
遅
れ
そ
の
他
の
当
該
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
許
認
可
等
か
ら
実
際
に
当
該
事
業
の
運
営
を
開

始
す
る
ま
で
の
期
間
が
十
分
に
確
保
で
き
な
い
こ
と
。

九

学
校
設
置
者
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申
請
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
書
（
法
第
三
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
な
災
害
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
。

（
令
第
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
四
百
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
を
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
た
学
校
設
置
者
等
が
、
当
該
業
務
に

従
事
さ
せ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申
請
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
間
内
に
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

二

前
条
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
場
合

（
法
第
五
条
第
一
項
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
八
条

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

児
童
等
の
日
常
的
な
観
察

二

児
童
等
の
発
達
段
階
及
び
特
性
並
び
に
事
業
の
特
性
に
応
じ
た
定
期
的
な
面
談
又
は
質
問
票
の
使
用

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
通
じ
て
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
疑
い
を
把
握
し
た
場
合
に
お
け
る
適
切
な
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
に
事

業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順
の
策
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
教
員
等
、
認
定
等
（
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
認
定
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
教
育
保
育
等

従
事
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
児
童
等
及
び
児
童
等
の
保
護
者
に
対
す
る
周
知

（
法
第
五
条
第
二
項
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
九
条

法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

事
業
者
に
お
け
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
係
る
相
談
員
の
選
任
又
は
相
談
窓
口
の
設
置
並
び
に
こ
れ
ら
の
児
童
等
及
び
児
童
等
の
保
護
者
に
対
す
る
周
知

二

児
童
対
象
性
暴
力
等
に
係
る
外
部
の
相
談
窓
口
の
児
童
等
及
び
児
童
等
の
保
護
者
に
対
す
る
周
知

（
法
第
七
条
第
一
項
の
調
査
の
方
法
）

第
十
条

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
調
査
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

児
童
等
の
人
権
及
び
特
性
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
誉
及
び
尊
厳
を
害
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
行
う
こ
と
。

二

児
童
対
象
性
暴
力
等
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
教
員
等
の
人
権
及
び
特
性
に
も
配
慮
し
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

事
案
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
関
係
機
関
等
（
関
係
機
関
並
び
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
及
び
被
害
児
童
等
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
学
校
設
置
者
等（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
者
等
を
い
う
。

附
則
第
五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）（
施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
認
め
る
児
童
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
保
護
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者

そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。）と
の
適
切
な
連
携
の
下
で
行
う
こ
と
。



令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

（
法
第
七
条
第
二
項
の
保
護
及
び
支
援
の
た
め
の
措
置
の
目
的
及
び
方
法
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
保
護
及
び
支
援
は
、
被
害
児
童
等
が
日
常
を
取
り
戻
し
、
落
ち
着
い
て
教
育
、
保
育
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
七
条
第
二
項
の
保
護
及
び
支
援
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

被
害
児
童
等
と
当
該
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
行
っ
た
と
学
校
設
置
者
等
が
認
め
る
教
員
等
と
の
接
触
の
回
避
そ
の
他
の
被
害
児
童
等
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

事
案
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
た
支
援
機
関
等
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
児
童
等
を
支
援
す
る
機
関
等
を
い
う
。）の
情
報
を
被
害
児
童
等
に
提
供
す
る
こ
と
。

三

被
害
児
童
等
及
び
そ
の
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
。

（
法
第
十
一
条
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
二
条

法
第
十
一
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
管
理
責
任
者
を
設
置
し
、
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
管
理
に
関
す
る
措
置
（
以
下
「
情
報
管
理
措
置
」
と
い
う
。）に
係
る
規
程
（
以
下
「
情
報
管
理
規
程
」
と
い
う
。）を
定
め
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
並
び
に
民
間
教
育
保
育
等
事

業
者
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
者
を
二
人
以
上
置
く
こ
と
と
す
る
。

２

情
報
管
理
規
程
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

基
本
的
事
項

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲
を
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
。

ロ

犯
罪
事
実
確
認
書
の
内
容
の
記
録
及
び
保
存
を
極
力
避
け
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得
ず
犯
罪
事
実
確
認
書
の
内
容
を
記
録
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
は
、
漏
え
い
等
（
次
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
漏
え
い
、
滅
失
若
し

く
は
毀
損
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
を
い
う
。）の
リ
ス
ク
に
応
じ
た
情
報
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

情
報
機
器
の
種
類
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
状
況
等
に
応
じ
た
情
報
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
い
の
手
順
に
応
じ
て
必
要
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

ホ

組
織
の
長
が
情
報
管
理
の
重
要
性
を
理
解
し
、
組
織
的
に
点
検
及
び
改
善
を
実
施
す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の

イ

組
織
的
情
報
管
理
措
置

ロ

人
的
情
報
管
理
措
置

ハ

物
理
的
情
報
管
理
措
置

ニ

技
術
的
情
報
管
理
措
置

３

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
又
は
共
同
認
定
（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
（
法
第
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
運
営
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
あ
っ
て
は
、
情
報
管
理
規
程
に
、
前
項
に
定
め
る
事
項
に
加
え
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
を
い
う
。
第
十
四
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）は
、
当
該
情
報
管
理
規
程
に
係
る
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
に
お
い
て
、
初
め
て
交
付
申
請
を
行

う
前
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
、
情
報
管
理
規
程
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
管
理
規
程
の
提
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
情
報
管
理
規
程
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
二
十
四
条
第
三
項
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
の
内
容
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）及
び
変
更
の
理
由

三

変
更
後
の
情
報
管
理
規
程
の
実
施
予
定
日

７

前
項
の
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
三
条
の
報
告
が
必
要
な
事
態
）

第
十
三
条

法
第
十
三
条
（
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
高
度
な
暗
号
化
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
除
く
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お

そ
れ
が
あ
る
事
態

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
が
法
第
十
二
条
（
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
て
第
三
者
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

三

特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
（
犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
、
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
（
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
法
第
六
条
（
法
第

九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
措
置
又
は
法
第
二
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
防
止
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
当
該
者
か
ら
取
得
し
た
、
特
定
性
犯
罪
事
実
に
関
す
る

よ
り
詳
細
な
情
報
（
高
度
な
暗
号
化
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が

あ
る
事
態
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）



令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

（
法
第
十
三
条
の
報
告
の
内
容
及
び
方
法
）

第
十
四
条

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
報
告
を
行
う
時
点
で
把
握
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
認
定
事
業
者
等
（
法
第
二
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
前
項

の
報
告
に
加
え
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
を
知
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
（
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
に
対
す
る
行
為
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録

等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
の
漏
え
い
等
（
前
条
各
号
に
規
定
す
る
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
十
日
以
内
）
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

概
要

二

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
の
項
目

三

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
に
係
る
本
人（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
数

四

原
因

五

二
次
被
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

六

本
人
へ
の
対
応
の
実
施
状
況

七

公
表
の
実
施
状
況

八

再
発
防
止
の
た
め
の
措
置

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

３

前
二
項
の
報
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

法
第
三
十
五
条
第
四
項
第
二
号
の
場
合
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
に
係
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項

又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
を
除
く
。）が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
は
、
本
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人
へ
の
通
知
が
困
難
な
場

合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
を
知
っ
た
後
、
当
該
事
態
の
状
況
に
応
じ
て
速
や
か
に
、
当
該
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要

な
範
囲
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
毎
年
度
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
帳
簿
は
、
作
成
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
五
条
第
二
項
の
定
期
報
告
）

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

報
告
を
行
う
年
の
前
年
の
五
月
一
日
か
ら
当
該
報
告
を
行
う
年
の
四
月
三
十
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。）に
法
第
四
条
（
法
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
の
対
象
と
さ
れ
た
者
（
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
同
条
第
一
項
の
施
行
時

現
職
者
（
以
下
「
施
行
時
現
職
者
」
と
い
う
。）を
含
む
。）の
一
覧

二

前
号
の
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

基
準
日
に
お
け
る
離
職
の
状
況

ロ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
か
否
か
の
別

ハ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
教
員
等
と
し
て
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
従
事
す
る
学
校
設
置
者
等
の
区
分
（
法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
設
置
者
等
の
別
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
従
事
す
る
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称

ニ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
教
員
等
と
し
て
従
事
し
て
い
る
施
行
時
現
職
者
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
当
該
施
行
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

ホ

教
員
等
と
し
て
の
そ
の
本
来
の
業
務
の
従
事
開
始
年
月
日
（
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
へ
の
従
事
を
開
始
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
従
事
開
始
予
定
日
）

ヘ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
が
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
い
ず
れ
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
別

ト

犯
罪
事
実
確
認
の
期
限

チ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
さ
れ
た
犯
罪
事
実
確
認
書
の
確
認
日
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
日
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
受
領
日

リ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
か
否
か
の
別

ヌ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し
た
か
の
別
及
び
法
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
措
置
の
内
容



令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

三

基
準
日
に
お
け
る
施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
数
及
び
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
件
数
（
基
準
日
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四

基
準
日
に
お
け
る
施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
っ
て
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
数
及
び
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
の
数

五

施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
、
報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
の
数
（
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し
た
か
の
別
及
び
第

二
号
ヌ
の
措
置
の
内
容
の
別
ご
と
の
数
を
含
む
。）

六

学
校
設
置
者
等
の
区
分
ご
と
の
情
報
管
理
措
置
の
実
施
状
況

２

前
項
の
報
告
は
、
毎
年
、
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
等
を
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
報
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
七
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条

法
第
十
七
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
住
所
又
は
所
在
地

三

違
反
が
あ
っ
た
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

違
反
が
あ
っ
た
学
校
設
置
者
等
の
区
分

五

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
法
第
四
条
又
は
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
条
の
い
ず
れ
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
か
の
別

六

違
反
の
内
容

七

違
反
に
係
る
教
員
等
の
数

（
法
第
十
九
条
第
三
項
の
申
請
書
の
提
出
方
法
等
）

第
十
八
条

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
書
の
提
出
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
の

公
的
基
礎
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
係
る
事
項
を
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を

除
く
。）に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
行
う
業
務
が
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
も
の
の
人
数

二

法
人
共
通
認
証
基
盤
（
法
人
そ
の
他
の
者
の
申
請
等
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
証
す
る
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
が
整
備
及
び
管
理
を
一
元
的
に
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
利
用
に
お

け
る
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

三

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
方
式
（
特
定
の
商
標
、
商
号
そ
の
他
の
表
示
を
使
用
さ
せ
、
及
び
経
営
に
関
す
る
指
導
等
を
行
う
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
対
価
の
支
払
い
等
を
内
容
と
す
る
定
型
的
な
約
款
に
よ
る
契
約
に
基
づ
く
事
業

の
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
り
、
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
と
異
な
る
事
業
者
が
第
一
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
と
同
一
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

４

法
第
十
九
条
第
四
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
国
立
大
学
法
人

（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。）
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団

定
款
に
準
ず
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
に
準
ず
る
書
類

ハ

個
人

住
民
票
の
写
し

二

民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
教
育
事
業
（
法
第
二
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
民
間

教
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
限
る
。）を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

情
報
管
理
規
程

四

法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
法
人
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
氏
名
、
略
歴
等
を
示
す
書
類
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（
認
定
等
の
基
準
）

第
十
九
条

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
責
任
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
を
計
画
的
か
つ
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
業
務
の
管
理

二

教
育
保
育
等
従
事
者
に
対
す
る
犯
罪
事
実
確
認
の
必
要
性
、
対
象
、
手
続
等
の
事
項
に
係
る
事
前
の
通
知

三

交
付
を
受
け
た
犯
罪
事
実
確
認
書
の
確
認

四

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
措
置

イ

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
、
当
該
者
に
対
し
書
面
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
等
を
保
存
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
防
止
措
置
（
第
三
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
措
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
つ
い
て
適
切
な
事
実
確
認
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
事
実
確
認
等
の
結
果
、
犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
等
に
応
じ
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
措
置
が
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
に
定
め
る
事
項
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
教
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
学
校
設
置
者
等
（
法

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
者
等
を
い
う
。
附
則
第
五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）（
施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
認
定
事
業
者

等
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ハ
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分
中
「
第
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ハ
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
学
校
設
置
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
事
業
者
等
」
と
、「
教
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

三

共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
研
修
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
み
、
か
つ
、
座
学
と
演
習
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
研

修
と
す
る
。

一

教
育
保
育
等
従
事
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
基
礎
的
事
項
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
生
じ
る
要
因
及
び
こ
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）

二

児
童
対
象
性
暴
力
等
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
つ
な
が
り
得
る
不
適
切
な
行
為
の
範
囲

三

児
童
対
象
性
暴
力
等
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
つ
な
が
り
得
る
不
適
切
な
行
為
の
疑
い
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置

四

相
談
、
報
告
等
を
踏
ま
え
た
対
応

五

被
害
児
童
等
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
認
定
事
業
者
等
が
認
め
る
児
童
等
を
い
う
。）の
保
護
及
び
支
援

六

犯
罪
事
実
確
認
に
お
い
て
教
育
保
育
等
従
事
者
に
求
め
ら
れ
る
対
応

七

防
止
措
置
に
係
る
基
礎
的
事
項

八

厳
格
な
情
報
管
理
の
必
要
性

（
共
同
認
定
の
申
請
書
の
提
出
方
法
等
）

第
二
十
条

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育

等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
行
う
業
務
が
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
も
の
の
人
数

二

法
人
共
通
認
証
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

三

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
方
式
に
よ
り
、
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
と
異
な
る
事
業
者
が
第
一
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
と
同
一
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

５

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
四
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。）
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団

定
款
に
準
ず
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
に
準
ず
る
書
類

ハ

個
人

住
民
票
の
写
し
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二

民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
教
育
事
業
に
限
る
。）を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
類

三

情
報
管
理
規
程

四

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
そ
れ
ぞ
れ
の
法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
が
法
人
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
氏
名
、
略
歴
等
を
示
す
書
類

（
法
第
二
十
二
条
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
等
の
年
月
日

二

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
方
式
に
よ
り
、
当
該
認
定
事
業
者
等
と
異
な
る
事
業
者
が
当
該
認
定
等
事
業
（
法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
同
一
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
旨

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

認
定
等
事
業
の
用
に
供
す
る
物
品

二

認
定
等
事
業
の
広
告

三

認
定
等
事
業
の
取
引
等
に
関
す
る
書
類
又
は
通
信

四

認
定
等
事
業
を
行
う
事
業
所

五

認
定
等
事
業
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
情
報

六

認
定
等
事
業
に
関
す
る
労
働
者
等
の
募
集
の
用
に
供
す
る
広
告
又
は
文
書

（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
事
項
等
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
（
法
第
二
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

三

変
更
事
項
及
び
変
更
の
理
由

四

変
更
年
月
日

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
そ
の
変
更
を
証
す
る
法
第
十
九
条
第
四
項
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
届
出
書
及
び
書
類
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、か
つ
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

共
同
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
届
出
事
項
等
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分

三

変
更
の
内
容
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）及
び
変
更
の
理
由

四

変
更
後
の
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
情
報
管
理
規
程
の
実
施
予
定
日

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
内
容
及
び
情
報
管
理
措
置
の
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係
る
変
更
以
外
の
変
更

三

情
報
管
理
措
置
の
水
準
を
維
持
す
る
変
更
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
手
法
の
変
更
に
と
ど
ま
る
も
の

四

情
報
管
理
措
置
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
変
更

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
欠
員
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
短
期
間
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
新
た
に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
情
の
ほ
か
、
認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
短
期
間
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
新
た
に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
業
務

に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
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三

認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
他
の
事
業
者
か
ら
当
該
認
定
事
業
者
等
へ
の
異
動
の
決
定
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る

日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

四

認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
一
の
事
業
者
内
に
お
け
る
配
置
換
え
の
決
定
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前

と
な
る
こ
と
。

五

労
働
者
派
遣
契
約
及
び
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
認
定
事
業
者
等
が
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当

該
契
約
の
締
結
等
に
遅
れ
が
生
じ
、
当
該
契
約
の
締
結
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

六

社
会
福
祉
法
第
五
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
新
設
合
併
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
認
定
等
事
業
を
承
継
し
、
新
た
に
認
定
事
業
者
等
と
な
る
者
が
、
継
続
し
て
当
該
認
定
等
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
こ
と
。

七

吸
収
合
併
、
吸
収
分
割
、
事
業
譲
渡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
別
の
認
定
事
業
者
等
が
現
に
行
っ
て
い
る
認
定
等
事
業
を
承
継
し
、
継
続
し
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
承
継
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
、
短
期
間
で
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

八

認
定
事
業
者
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申

請
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
な
災
害
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
。

（
令
第
五
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
六
条

令
第
五
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
た
認
定
事

業
者
等
が
、
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申
請
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
間
内
に
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
場
合

二

前
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
場
合

（
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
届
出
事
項
等
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分

三

全
て
の
認
定
時
現
職
者
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
時
現
職
者
を
い
う
。
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
犯
罪
事
実
確
認
が
完
了
し
た
年
月
日

２

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
定
期
報
告
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
前
回
の
報
告
に
係
る
基
準
日
（
次
項
に
規
定
す
る
期
限
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
初
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）（
初
回
の
報
告
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

認
定
等
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
今
回
の
報
告
に
係
る
基
準
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。）に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
の
対
象
と

さ
れ
た
者
（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
認
定
時
現
職
者
を
含
む
。）の
一
覧

二

前
号
の
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

基
準
日
に
お
け
る
離
職
の
状
況

ロ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
か
否
か
の
別

ハ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
従
事
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
及
び
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称

ニ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
認
定
時
現
職
者
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
当
該
認
定
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の

旨
ホ

認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
の
そ
の
業
務
の
従
事
開
始
年
月
日
（
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
へ
の
従
事
を
開
始
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
従
事
開
始
予
定
日
）

ヘ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
六
項
の
い
ず
れ
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
別

ト

犯
罪
事
実
確
認
の
期
限

チ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
さ
れ
た
犯
罪
事
実
確
認
書
の
確
認
日
及
び
受
領
日

リ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
か
否
か
の
別

ヌ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し

た
か
の
別
及
び
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
措
置
の
内
容
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三

基
準
日
に
お
け
る
認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
数
及
び
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
件
数
（
基
準
日
に
お
い
て
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四

基
準
日
に
お
け
る
認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
っ
て
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
数
及
び

当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
の
数

五

認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
、
報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
の
数

（
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し
た
か
の
別
及
び
第
二
号
ヌ
の
措
置
の
内
容
の
別
ご
と
の
数
を
含
む
。）

六

民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
及
び
施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
並
び
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
状
況

七

民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
情
報
管
理
措
置
の
実
施
状
況

２

前
項
の
報
告
は
、
毎
年
、
期
限
日
（
認
定
等
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
が
経
過
す
る
日
の
前
日
及
び
そ
の
後
毎
年
同
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
前
日
）
を
い
う
。）ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
事
業
者
等
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
届
出
）

第
三
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

二

認
定
事
業
者
等
が
認
定
等
に
つ
い
て
辞
退
す
る
場
合

三

認
定
事
業
者
等
が
行
う
認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
事
業
が
法
第
二
条
第
五
項
第
三
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る
場
合

２

前
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

廃
止
し
よ
う
と
す
る
認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分

三

廃
止
の
理
由

四

廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

３

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
交
付
申
請
の
方
法
等
）

第
三
十
一
条

交
付
申
請
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
交
付
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
対
象
事
業
者
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
交
付
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
事
業
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
交
付
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象
事
業
者
の
担
当
者
に
係
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
事
業
者
の
担
当
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
発
行
の
申
請
を
行
っ

て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

法
第
四
条
第
三
項
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
交
付
申
請
に
つ
い
て
は
、こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

同
項
の
期
間
を
分
割
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
七
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
二
条

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
七
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

申
請
従
事
者
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
従
事
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
次
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

イ

法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者

ロ

施
行
時
現
職
者

ハ

認
定
時
現
職
者

ニ

法
第
四
条
第
四
項
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者

二

申
請
従
事
者
が
法
第
四
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
、
第
六
条
各
号
又
は
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
及
び
法
第
四
条
第
二

項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
措
置
の
内
容

三

申
請
従
事
者
（
児
童
福
祉
事
業
又
は
認
定
等
事
業
に
係
る
者
に
限
る
。）が
従
事
す
る
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地



令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

四

申
請
従
事
者
が
既
に
教
員
等
又
は
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
従
事
開
始
年
月
日

五

申
請
従
事
者
が
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

六

法
人
共
通
認
証
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
対
象
事
業
者
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

七

交
付
申
請
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
を
送
付
す
る
名
宛
人
の
氏
名

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
申
請
従
事
者
に
よ
る
書
面
等
の
提
出
）

第
三
十
三
条

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
書
面
及
び
書
類
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
申
請
従
事
者
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
の
提
出
を
対
象
事

業
者
を
経
由
し
て
行
う
と
き
及
び
法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
の
提
出
を
対
象
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象
事
業
者
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、

か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
従
事
者
又
は
対
象
事
業
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
書
面
又
は
書
類
の
提
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
従
事
者
又
は
対
象
事
業
者
の
担
当
者
の
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る

方
法
に
よ
り
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
従
事
者
又
は
対
象
事
業
者
の
担
当
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

申
請
従
事
者
が
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
対
象
者
情
報
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
対
象
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
事
業
者
は
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

４

法
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
氏
名
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

二

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
氏
名
の
振
り
仮
名
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
振
り
仮
名
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
み
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

三

出
生
の
年
月
日

四

本
籍
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
本
籍
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

五

戸
籍
に
入
っ
た
原
因
及
び
年
月
日

六

実
父
母
の
氏
名
及
び
実
父
母
と
の
続
柄

５

法
第
三
十
三
条
第
五
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

在
留
カ
ー
ド
、
住
民
票
又
は
旅
券
等
の
写
し

二

氏
名
、
国
籍
、
性
別
又
は
生
年
月
日
の
変
更
が
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
国
籍
の
属
す
る
国
に
お
け
る
当
該
変
更
を
証
す
る
戸
籍
に
相
当
す
る
書
類

三

氏
名
、
国
籍
、
性
別
又
は
生
年
月
日
の
変
更
が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
し
、
又
は
誓
約
す
る
書
類

四

出
入
国
に
係
る
履
歴
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
氏
名
（
変
更
前
の
全
て
の
氏
名
を
含
む
。）を
片
仮
名
及
び
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
た
も
の
並
び
に
二
以
上
の
国
籍
を
有
す
る
か
否
か
を
記
載
し
た
書
類

五

前
号
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
し
、
又
は
誓
約
す
る
書
類

６

申
請
従
事
者
は
、
戸
籍
法
第
百
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

法
第
三
十
三
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
場
合

最
新
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
法
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

二

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
三
月
以
上
経
過
し
て
い
る
場
合
に
は
、
最
新
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
当
該
書
類

ハ

直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
し
、
又
は
誓
約
す
る
書
類

（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
様
式
）

第
三
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
犯
罪
事
実
確
認
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
。

（
訂
正
請
求
に
係
る
通
知
の
到
達
時
期
）

第
三
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
知
先
の
申
請
従
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。）を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
に
申
請
従
事
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
記
録
さ
れ
た
時
に
当
該
申
請
従
事
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
様
式
等
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

２

犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
作
成
は
、
必
要
な
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
必
要
な
事
項
を
記
録
す
る
事
務
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
作
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
記
録
の
事
務
を
行
う
者
に
係
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明

用
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
す
る
。



（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
五
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の

措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切

に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
児
童
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継

続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
児
童
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
二

削
除

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
四
条
第
二
項

第
五
条

都
道
府
県
内

指
定
都
市
内
及
び
児
童
相
談
所
設

置
市
内

第
四
条
第
二
項

第
五
条

都
道
府
県
内

指
定
都
市
内
及
び
児
童
相
談
所
設

置
市
内

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
帳
簿
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
認
定
事
業
者
等
が
認
定
等
を
受
け
て
か
ら
初
回
の
基
準

日
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。

（
報
告
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
報
告
を
行
う
年
の
前
年
の
五
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
の
施
行
の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
毎
年
、」と
あ
る
の
は
「
令
和
十

年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
、
共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
又
は
対
象
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
法
人
共
通
認
証

基
盤
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
、
第
二
十
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
者
は
、
法
人
共
通
認
証
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
事
業

者
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
五
条

国
及
び
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
の
所
轄
庁
は
、
法
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
学
校
設
置
者
等
が
法
の
施
行
後
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。



第
五
条
の
二

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相
談

所
設
置
市
の
長

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

当
該
都
道
府
県

当
該
指
定
都
市
及
び
児
童
相
談
所

設
置
市

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
七
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
五
条
第
二
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
五
条
第
二
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
九

条
の
四
、
第
九
条
の
五
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
第
一
号

（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
六
条
第
二
号
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
二

条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び

第
五
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三

十
二
条
の
二
（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
一
条
第
一

号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十

八
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
五
十
七
条
第
一
号（
給
食
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、

第
六
十
二
条
第
一
項
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
九

条
の
四
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係

る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
六
条
第
二
号
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
二
条
第
一
号
（
調

理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
号
（
調
理

室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
二
条
の
二（
第

三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
一
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係

る
部
分
に
限
る
。）（
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
八
条
第
一
号
（
調

理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
五
十
七
条
第
一
号
（
給
食
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
六
十
二
条
第

一
項
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規

定
に
よ
る
基
準

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
九
条
の
五

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
児
童
厚
生
施
設
（
児
童
館
を
除
く
。）、児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。）の
設
置
者
は
、
法
第
四
十
五
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等

及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
等
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童

等
対
象
業
務
従
事
者
（
児
童
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る

環
境
の
下
で
当
該
児
童
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報



（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
五
の
四

第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
五
の
四

第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

十

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都

道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
八
条
の
二
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条

の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
二
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第

五
十
四
条
の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条

の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第

七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
一
条

第
二
項
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

四
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
五
条
（
第
七
十
一
条
、第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
六
条
（
第
五
十
四
条
の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
七
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び

第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

十

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都

道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
八
条
の
二
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条

の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
二
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第

五
十
四
条
の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条

の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第

七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
一
条

第
二
項
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

四
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
五
条
（
第
七
十
一
条
、第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
七
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
五
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

﹇
十
一
・
十
二

略
﹈

﹇
十
一
・
十
二

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
四
十
六
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童

対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た

め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
障
害
児

を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
障
害
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支

配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
障
害
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確

認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
十
六
条

削
除

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
四
条
の
九

第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
四
節
（
第
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
四
十
六
条
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
を
除

く
。）の
規
定
は
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
四
条
の
九

第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
四
節
（
第
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、第
三
十
三
条
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
を
除
く
。）の
規
定
は
、

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
一
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三

十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

七
条
第
六
号
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項

中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及

び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
か

ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
第

七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
六
号
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」と
あ
る
の
は「
第

七
十
条
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
第
二
項
」
と
、
第

二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は

「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
一
条
の
二

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
の

四
ま
で
、
第
六
十
五
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
を
い
う
。）の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
十
一
条
の
二

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一

項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
の
四
ま
で
、
第
六
十
五
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
共
生
型
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
を
い
う
。）の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
一
条
の
十
四

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
六

項
及
び
第
七
項
を
除
く
。）、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、第
四
十
条
の
三
第
一
項
、

第
四
十
一
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中

「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及

び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。」と
あ
る
の
は
「
い
う
。」と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児

童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二

十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
十
四

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
六

項
及
び
第
七
項
を
除
く
。）、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、第
四
十
条
の
三
第
一
項
、

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十

二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十

六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。」と
あ
る
の
は「
い
う
。」と
、

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二

十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及

び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」

と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
」と
、

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
九
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
四
項
を
除

く
。）、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六

条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第

四
十
三
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
及
び
第
七
十
一

条
の
十
一
か
ら
第
七
十
一
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
は
、指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。」と
あ
る
の
は
「
い
う
。」と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

第
七
十
九
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
四
項
を
除

く
。）、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六

条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第

四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条

か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
及
び
第
七
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
七
十
一
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等

訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条

第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。」と
あ
る
の
は
「
い
う
。」と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、第
二
十
五
条
第
二
項
中「
第
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七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
中

「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
、
第
二
十
六
条
第
六
項
中
「
を
受
け

て
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
当
該
事
業
所
の
訪
問
支
援
員
が
当
該
障
害
児
に
対
し
て
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う

に
当
た
っ
て
訪
問
す
る
施
設
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
」
と
い
う
。）に
よ
る
評
価
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
評
価
」

と
い
う
。）を
受
け
て
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
児
及
び
そ
の

保
護
者
並
び
に
当
該
訪
問
先
施
設
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
自
己
評
価
及
び
保
護
者
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
自

己
評
価
、
保
護
者
評
価
及
び
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
、「
保
護
者
に
示
す
」
と
あ
る
の
は
「
保
護
者
及
び
訪
問
先

施
設
に
示
す
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
、
同
条

第
五
項
中
「
担
当
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
者
及
び
当
該
障
害
児
に
係
る
訪
問
先
施
設
の
担
当
者
等
」
と
、

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務

の
体
制
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問

支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」

と
、
第
二
十
六
条
第
六
項
中
「
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
当
該
事
業
所
の
訪
問
支
援
員
が
当
該
障
害
児

に
対
し
て
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
訪
問
す
る
施
設
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
」
と
い
う
。）に
よ

る
評
価
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
い
う
。）を
受
け
て
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護

者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
当
該
訪
問
先
施
設
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
自
己
評
価

及
び
保
護
者
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
評
価
、
保
護
者
評
価
及
び
訪
問
先
施
設
評
価
」と
、「
保
護
者
に
示
す
」

と
あ
る
の
は
「
保
護
者
及
び
訪
問
先
施
設
に
示
す
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規

定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ

ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
担
当
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
者
及
び
当
該
障
害
児
に
係

る
訪
問
先
施
設
の
担
当
者
等
」
と
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機

関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計

画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
四
十
三
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教

育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防

止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
障
害
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務

従
事
者
（
障
害
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下

で
当
該
障
害
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事

実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条

削
除

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
条

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
十
三
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の

五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者

に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二

第
十
三
条

削
除
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条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童

対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
用
乳
幼
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
利

用
乳
幼
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該

利
用
乳
幼
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実

確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
十
六
第

二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
十
六
第

二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
七
条
、
第
八
条
、第
十
二
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
、

第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、第
二
十
三
条（
第

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
五
条
（
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に

よ
る
基
準

二

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、第
十
五
条
、

第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
三
条
（
第
二
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
五
条
（
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

﹇
略
﹈

三

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
十
三
条
の
二

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等

事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び

児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
用
乳
幼
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者

（
利
用
乳
幼
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で

当
該
利
用
乳
幼
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪

事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報



様
式
第
一
号

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報



令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報



様
式
第
二
号

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報



幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
三
条
の
二
、
第
三
条
の
三
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
第
九
条
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、第
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
二（
後

段
を
除
く
。）の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
三
条
の
二
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
九

条
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除
く
。）

の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
三
条
の
三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
法
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が

行
わ
れ
た
場
合
に
園
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
園
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事

す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
園
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に

係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報
〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
令
第
五
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
八

管
理
運
営
等

第
八

管
理
運
営
等

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

十

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
法
第
六
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校

設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ

る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性

暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
十
に
お
い
て
同

じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が

行
わ
れ
た
場
合
に
子
ど
も
を
適
切
に
保
護
す
る

た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
子
ど
も
と

接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、支
配
性
、

継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該

子
ど
も
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪

事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
告
示
第
三
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的

な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六

年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平



令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報
２

規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
人
的
情
報
管
理
措
置
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
者
に
対
し
、

そ
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
周
知
及
び
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

３

規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
物
理
的
情
報
管
理
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
サ
ー
バ
ー
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
重
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
区

域
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
事
務
を
行
う
区
域
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
機
器
、
電
子
媒
体
、
書
類
等
の
盗
難
、
紛
失
等
を
防
止
す
る
た
め
に
、
適

切
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

三

犯
罪
事
実
確
認
書
の
内
容
を
記
録
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
が
記
録
さ
れ
た
電

子
媒
体
、
書
類
等
の
持
ち
運
び
に
当
た
っ
て
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
を
講

ず
る
こ
と
。

四

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
廃
棄
若
し
く
は
消
去
を
し
、
又
は
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
が
記
録
さ
れ
た
機
器
、
電

子
媒
体
等
の
廃
棄
を
す
る
場
合
に
は
、
復
元
不
可
能
な
手
段
で
行
う
こ
と
。

４

規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
技
術
的
情
報
管
理
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
者
が
正
当
な
ア

ク
セ
ス
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
識
別
し
、
当
該
識
別
し
た
結
果
に
基
づ
き
認
証
す
る
機
能
を
具
備
す
る
こ

と
。

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
に
、
適
切
な
ア
ク
セ
ス
制
御
を
行
う
こ
と
。

三

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
を
、
不
正
ア
ク
セ
ス
又
は
不
正
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
か
ら
保
護

す
る
仕
組
み
を
導
入
し
、
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
。

四

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
の
使
用
に
伴
う
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
漏
え
い
等
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
。

〇
こ
ど
も
家
庭
庁
告
示
第
十
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
百
四
号
）
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
設
置
者
等
及
び

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十

五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

渡
辺
由
美
子

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
措
置

１

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
百
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
組
織

的
情
報
管
理
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

情
報
管
理
措
置
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
講
ず
る
た
め

の
組
織
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止

等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
、情
報
管
理
規
程（
規

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理
規
程
を
い
う
。）を
遵
守
し
、
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱

う
者
に
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

三

犯
罪
事
実
確
認
書
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
書
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。）の
内
容
を
記
録
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
運
用
状
況
を
事
後
的
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
い
に
係
る
記
録
に
記
載
す
る
項
目
を
整
理
し
、
当
該
項
目
に
従
っ
て
犯

罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
い
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

四

漏
え
い
等
（
規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
漏
え
い
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
事
案
の
発
生

又
は
そ
の
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
に
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

五

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
状
況
を
把
握
し
、
情
報
管
理
措
置
の
評
価
、
見
直
し
及
び
改
善
に
取
り
組
む
こ

と
。



注
色
彩
は
、
背
景
は
空
色
、
頭
部
（
顔
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）及

び
胴
体
は
黄
赤
色
、
く
ち
ば
し

は
黄
色
、
両
目
（
両
目
の
中
に
あ
る
円
形
の
部
分
を
除
く
。）は

黒
色
、
顔
に
相
当
す
る
部
分
、
両
目
の
中
に
あ
る
円

形
の
部
分
及
び
文
字
は
白
色
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
色
と
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

背
景
及
び
く
ち
ば
し
を
淡
い
灰
色
と
し
、
頭
部
及
び
胴
体
を
濃
い
灰
色
と
し
て
も
よ
い
。

令和 年 月 日 木曜日 (号外第 号)官 報

〇
こ
ど
も
家
庭
庁
告
示
第
十
一
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る

表
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

渡
辺
由
美
子



令和 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

国
事
行
為
臨
時
代
行
名

令
和
六
年
六
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
律
第
六
十
九
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
三
条
）

第
二
章

学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
四
条

第
十
八
条
）

第
三
章

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
認
定
等
及
び
認
定
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
十
九
条

第
三
十
二

条
）

第
四
章

犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
等
（
第
三
十
三
条

第
三
十
九
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
四
十
条

第
四
十
二
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
四
十
三
条

第
四
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、児
童
対
象
性
暴
力
等
が
児
童
等
の
権
利
を
著
し
く
侵
害
し
、児
童
等
の
心
身
に
生
涯
に
わ
た
っ

て
回
復
し
難
い
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
等
に
対
し
て
教
育
、
保
育
等
の
役
務
を
提

供
す
る
事
業
を
行
う
立
場
に
あ
る
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
教
員
等
及
び
教
育
保
育
等
従
事

者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
を
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ

き
措
置
並
び
に
こ
れ
と
同
等
の
措
置
を
実
施
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
を
認
定
す
る

仕
組
み
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
教
員

等
及
び
教
育
保
育
等
従
事
者
が
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
に
該
当
す
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
国
が
学
校
設
置
者

等
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
対
し
て
提
供
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
も
っ
て

児
童
等
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高

等
専
門
学
校
の
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
又
は
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
対
象
性
暴
力
等
」
と
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
及
び
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ

れ
に
相
当
す
る
行
為
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
設
置
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。）を
設
置
す
る
者

イ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
同
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。）

ロ

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
課
程

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ハ

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
。
ニ
及
び
次
項
第
四
号
並
び
に
第
十
二
条
第
四
号
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。）第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
」
と
い
う
。）

ニ

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公

示
が
さ
れ
た
施
設

ホ

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
（
次
項

第
五
号
に
お
い
て
「
児
童
相
談
所
」
と
い
う
。）

ヘ

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等（
次
項
第
六
号
に
お
い
て「
指

定
障
害
児
入
所
施
設
等
」
と
い
う
。）

ト

児
童
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
院
（
次
項
第
七
号
に
お
い
て
「
乳
児
院
」
と
い
う
。）

チ

児
童
福
祉
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
（
次
項
第
八
号
に
お
い
て
「
母
子
生
活
支
援
施

設
」
と
い
う
。）

リ

児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
保
育
所
（
次
項
第
九
号
に
お
い
て
「
保
育
所
」
と
い
う
。）

ヌ

児
童
福
祉
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童
館
（
次
項
第
十
号
に
お
い
て
「
児
童
館
」
と
い
う
。）

ル

児
童
福
祉
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
（
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
「
児
童
養
護
施
設
」
と

い
う
。）



令和 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

ヲ

児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
児
入
所
施
設
を
除
く
。
次
項
第
十
二
号
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
施
設
」
と
い
う
。）

ワ

児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設
（
次
項
第
十
三
号
に
お
い
て
「
児
童
心
理

治
療
施
設
」
と
い
う
。）

カ

児
童
福
祉
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
（
次
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
児
童
自
立
支
援

施
設
」
と
い
う
。）

二

次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
児
童
福
祉
事
業
」
と
い
う
。）を
行
う
者

イ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
十
一
条

の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
行
う
も
の
（
次
項
第
十
五
号
及
び
第
五
項
第
四
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
お
い
て
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業（
次
項
第
十
六
号
に
お
い
て「
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

ハ

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
次
項
第
十
七
号
に
お
い
て
「
家
庭
的

保
育
事
業
等
」
と
い
う
。）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

校
長
、
園
長
、
副
校
長
、
副
園
長
及
び
教
頭

ロ

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、

寄
宿
舎
指
導
員
、
教
授
、
准
教
授
及
び
助
教

ハ

ロ
に
掲
げ
る
教
職
員
の
業
務
に
類
す
る
業
務
を
行
う
職
員
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

二

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
校
長
、
教
員
及
び
教
員
の
業
務
に
類
す
る
業
務
を
行
う
職
員
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

園
長
、
副
園
長
及
び
教
頭

ロ

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
幹
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、講
師
、

養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
栄
養
教
諭

ハ

ロ
に
掲
げ
る
教
職
員
の
業
務
に
類
す
る
業
務
を
行
う
職
員
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
の
長
及
び
当
該
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
子
ど
も
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
を
い
う
。）の
教
育
又
は
保
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

五

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
児
童
相
談
所
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
（
児
童
福
祉
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児

童
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
指
導
又
は
一
時
保
護
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

六

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
長
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
従
業
者
の
う
ち
障
害
児
（
児
童
福
祉
法
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
保
護
、
日
常
生
活
に
お
け

る
基
本
的
な
動
作
及
び
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
技
能
の
習
得
の
た
め
の
支
援
又
は
治
療
に
関
す
る
業
務
を
行
う

も
の

七

乳
児
院
の
長
及
び
乳
児
院
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
の
養
育
に
関
す
る
業

務
を
行
う
も
の

八

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
保
護
又
は
生
活
の
支
援
に
関
す

る
業
務
を
行
う
も
の

九

保
育
所
の
長
及
び
保
育
所
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
保
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十

児
童
館
の
長
及
び
児
童
館
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
遊
び
の
指
導
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
一

児
童
養
護
施
設
の
長
及
び
児
童
養
護
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
養
護
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
二

障
害
児
入
所
施
設
の
長
及
び
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
障
害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
四
十
二

条
各
号
に
定
め
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
三

児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
及
び
児
童
心
理
治
療
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
心
理
に
関
す
る
治
療
又
は
生

活
指
導
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
四

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
指
導
又
は
自
立
の
支
援
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
五

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
で

あ
っ
て
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
（
次
項
第
四
号
に
お
い
て
「
児
童
発
達

支
援
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
又
は

同
項
に
規
定
す
る
治
療
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
次
項
第
五
号
に
お
い
て「
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
三
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す

る
業
務
を
行
う
者

ハ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
（
次
項
第
六
号
に
お
い
て

「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ニ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
訪
問
支
援
（
次
項
第
七
号
に
お
い
て
「
保
育

所
等
訪
問
支
援
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
五
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務

を
行
う
者

十
六

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童

福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
遊
び
又
は
生
活
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う

も
の

十
七

家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
の
保

育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
」

と
い
う
。）を
行
う
者
を
い
う
。

一

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
課
程
に

係
る
も
の
に
限
る
。）又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
お
け
る
児
童
等
を
専
ら
対
象
と

す
る
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
事
業

二

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
以
外
の
教
育
施
設
で
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
も
の
の
う
ち
当

該
教
育
を
行
う
に
つ
き
同
法
以
外
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
に
お
け
る
学
校
教
育
法
第
五
十
条
に
規
定

す
る
高
等
学
校
の
課
程
に
類
す
る
教
育
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三

学
校
等
に
お
け
る
教
育
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
児
童
等
に
対
し
て
技
芸
又
は
知
識
の
教
授
を
行

う
事
業
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
民
間
教
育
事
業
」
と
い
う
。）

イ

当
該
技
芸
又
は
知
識
を
習
得
す
る
た
め
の
標
準
的
な
修
業
期
間
が
、
六
月
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

児
童
等
に
対
し
て
対
面
に
よ
る
指
導
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
事
業
を
営
む
者
の
事
業
所
そ
の
他
の
当
該
事
業
を
営
む
者
が
当
該
事
業
を
行
う
た
め
に
用
意
す
る
場
所

に
お
い
て
指
導
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
事
業
に
お
い
て
当
該
技
芸
又
は
知
識
の
教
授
を
行
う
者
の
人
数
が
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
し
及

び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
等
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
人
数

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
人
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

児
童
発
達
支
援
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。次
項
第
四
号
に
お
い
て「
児

童
発
達
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

五

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
五
号
に

お
い
て
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。）
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六

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
六
号

に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

七

保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
七
号
に
お
い

て
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

八

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
次
項
第
八
号
に
お
い
て
「
児
童
自

立
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。）

九

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
及
び
こ
れ
に
類
す
る
事
業
で
学
校

教
育
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
十
条
に
規

定
す
る
公
民
館
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
（
次
項
第
九
号
に
お
い
て
「
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
」
と
い
う
。）

十

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
（
次
項
第
十
号
に
お
い
て
「
子
育
て
短

期
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

十
一

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
（
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
「
一
時
預
か

り
事
業
」
と
い
う
。）

十
二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
（
次
項
第
十
二
号
に
お
い
て

「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
」
と
い
う
。）

十
三

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
（
次
項
第
十
三
号
に
お
い
て
「
病
児
保
育

事
業
」
と
い
う
。）

十
四

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
七
項
に
規
定
す
る
意
見
表
明
等
支
援
事
業
（
次
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
意

見
表
明
等
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

十
五

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業（
次
項
第
十
五
号
に
お
い
て「
妊

産
婦
等
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。）

十
六

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
項
に
規
定
す
る
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業（
次
項
第
十
六
号
に
お
い
て「
児

童
育
成
支
援
拠
点
事
業
」
と
い
う
。）

十
七

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
か
ら
第
十
二

項
ま
で
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
事
業
（
次
項
第
十
七
号
に
お
い
て
「
認
可
外
保
育
事

業
」
と
い
う
。）

十
八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
十
八
号
に
お
い
て
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。）第
二
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
（
障
害
児
に
対
す
る
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
居
宅
介
護
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
同
行
援
護
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
動
援
護
、
同
条
第
八
項
に

規
定
す
る
短
期
入
所
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
を
行
う
も
の
に
限
る
。
同
号
に
お

い
て
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。）

十
三

病
児
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
病
児
保
育
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
の
保
育
に
関
す

る
業
務
を
行
う
も
の

十
四

意
見
表
明
等
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
意
見
表
明
等
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童

の
意
見
若
し
く
は
意
向
の
把
握
又
は
児
童
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
五

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち

児
童
に
対
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
六

児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち

児
童
に
対
す
る
生
活
の
支
援
、
情
報
の
提
供
及
び
相
談
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
七

認
可
外
保
育
事
業
を
行
う
施
設
の
管
理
者
及
び
認
可
外
保
育
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
の
保
育
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
八

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
従
事
す
る

者
で
あ
っ
て
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ロ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
同
行
援
護
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ハ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
動
援
護
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ニ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ホ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対

す
る
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
性
犯
罪
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
を
い
う
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十

二
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
百
四
十
三
条
（
同
項
の
罪
に
係
る
部
分
に
限

る
。）の
罪

二

盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
）
第
四
条
の
罪
（
刑
法
第
二
百
四
十
一
条

第
一
項
の
罪
を
犯
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
保
育
等
従
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

前
項
第
一
号
の
教
育
を
行
う
同
号
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
校
長
及
び
当
該
教
育
を
行
う
教
員

二

前
項
第
二
号
の
教
育
を
行
う
教
育
施
設
の
長
及
び
当
該
教
育
を
行
う
教
員

三

民
間
教
育
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
民
間
教
育
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
等
に
対
し
て
技
芸

又
は
知
識
の
教
授
を
行
う
も
の

四

児
童
発
達
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
児
童
発
達
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
障
害
児
に
対

す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
又
は
同
項
に
規
定
す
る
治
療
に

関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

五

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
従
事
す
る
者

の
う
ち
障
害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

六

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
に
従
事
す

る
者
の
う
ち
障
害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の

七

保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
障

害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
五
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

八

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児

童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
児
童
に
限
る
。）に
対
す
る
同
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生

活
援
助
を
行
う
も
の

九

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
に
従
事
す
る
者

の
う
ち
児
童
の
遊
び
又
は
生
活
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十

子
育
て
短
期
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
子
育
て
短
期
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
に

対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
一

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第

六
条
の
三
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
保
護
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
二

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る

者
の
う
ち
児
童
の
養
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の



令和 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

四

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪

五

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

六

都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
罪
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
罰
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

イ

み
だ
り
に
人
の
身
体
の
一
部
に
接
触
す
る
行
為

ロ

正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
人
の
通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
下
着
若
し
く
は
身
体
を
の
ぞ
き
見
し
、
若
し
く

は
写
真
機
そ
の
他
の
機
器
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
写
真
機
等
」
と
い
う
。）を
用
い
て
撮
影
し
、
又
は
当
該

下
着
若
し
く
は
身
体
を
撮
影
す
る
目
的
で
写
真
機
等
を
差
し
向
け
、
若
し
く
は
設
置
す
る
行
為

ハ

み
だ
り
に
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
行
為
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

ニ

児
童
と
性
交
し
、
又
は
児
童
に
対
し
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
行
為

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
者
（
そ
の
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
（
当
該
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て「
執
行
猶
予
者
」と
い
う
。）

を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

二
十
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
者
の
う
ち
執
行
猶
予
者
で
あ
っ
て
、
当
該
裁
判

が
確
定
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
な
い
も
の

三

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
罰
金
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
な
い
も
の

（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
責
務
等
）

第
三
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
児
童
等
に
対
し
て
教
育
、
保
育
等
の
役
務
を
提
供
す
る

事
業
を
行
う
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
児
童
等
に
対
し
て
当
該
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
行
う
教
員
等
及
び
教
育

保
育
等
従
事
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
努
め
、
仮
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
児

童
等
を
適
切
に
保
護
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

国
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
項
に
定
め
る
責
務
を
確
実
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
施
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
把
握
す
る
た
め
の
措
置
）

第
五
条

学
校
設
置
者
等
は
、
児
童
等
と
の
面
談
そ
の
他
の
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
か
ど
う
か
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
関
し
て
児
童
等
が
容
易
に
相
談
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
条

学
校
設
置
者
等
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
犯
罪
事
実
確
認
の

結
果
、
前
条
第
一
項
の
措
置
に
よ
り
把
握
し
た
状
況
、
同
条
第
二
項
の
児
童
等
か
ら
の
相
談
の
内
容
そ
の
他
の
事
情

を
踏
ま
え
、
そ
の
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
教
員

等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
疑
わ
れ
る
場
合
等
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
七
条

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内

閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
の
有
無
及
び
内
容
に
つ
い
て
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

学
校
設
置
者
等
は
、
児
童
等
が
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
児
童
等
の
保
護
及
び
支
援
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
修
の
実
施
）

第
八
条

学
校
設
置
者
等
は
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
取
り

組
む
べ
き
事
項
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
を
教
員
等
に
受
講
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
費
負
担
教
職
員
の
場
合
の
特
例
）

第
九
条

教
員
等
が
県
費
負
担
教
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校

又
は
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
で
定
時
制
の
課
程
を
置
く
も
の
の
教
員
等
で
あ
っ
て
、
同
法
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
も
の
を
い
う
。）で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
学
校
設
置
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

府
県
の
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
条
中
「
学
校
設
置
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
及
び
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
」
と
す
る
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確

認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
教
員
等
が
勤
務
す
る
学
校
を
設
置
す
る
市
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
第
三
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
十
一
条
及
び
第
三
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）町
村

の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
条
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
当
該
教
員
等
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。）を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等

（
犯
罪
事
実
確
認
義
務
等
）

第
四
条

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
（
施
行
時
現
職
者
（
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
在
し
又
は
行
わ
れ
て
い
る
学
校
等
又
は
児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
の

際
現
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
者
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て「
施
行
日
」と
い
う
。）の
前
日
ま
で
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
者
で
あ
っ

て
施
行
日
後
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
つ
い
て
、
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
、
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
書
（
以
下
こ
の
章

及
び
次
章
に
お
い
て
「
犯
罪
事
実
確
認
書
」と
い
う
。）に
よ
る
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
る
か
否
か
の
確
認（
以

下
「
犯
罪
事
実
確
認
」
と
い
う
。）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
に
急
な
欠
員
を
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
に
よ
り
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ

る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ

ば
学
校
等
又
は
児
童
福
祉
事
業
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者

の
犯
罪
事
実
確
認
は
、
そ
の
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
た
日
か
ら
六
月
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
学
校
設
置
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
は
、
そ
の
者
を
特
定
性
犯
罪
事
実

該
当
者
と
み
な
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

学
校
設
置
者
等
は
、
施
行
時
現
職
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
を

経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
全
て
の
者
（
施
行
日
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該

業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
設
置
者
等
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
た
教
員
等
を
そ
の
者
の
直
近
の
犯
罪
事
実
確

認
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
日
（
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
日
を
い
う
。）の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
超
え
て
引
き
続
き
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
き

は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
、
改
め
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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（
施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
特
例
）

第
十
条

施
設
等
運
営
者
（
学
校
設
置
者
等
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
国
家
戦
略
特

別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
委
託
を
受
け
て
当

該
学
校
設
置
者
等
が
設
置
す
る
学
校
等
又
は
当
該
学
校
設
置
者
等
が
行
う
児
童
福
祉
事
業
に
係
る
事
業
所
を
管
理
す

る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
学
校
設
置
者
等
」と
あ
る
の
は
、「
学
校
設
置
者
等
及
び
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
等
運
営
者
」

と
す
る
。

２

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
設
置
者
等
又
は
施
設
等
運
営
者
が
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
他
方
の
者
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
第
六
条
の
措
置
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
に
係
る
教
員
等
の
犯
罪
事
実

確
認
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
に
関
す
る
措
置
）

第
十
一
条

第
四
条
（
第
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
記
録

の
提
供
を
受
け
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
」
と
い
う
。）は
、

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
次

章
に
お
い
て
同
じ
。）の
管
理
責
任
者
の
設
置
そ
の
他
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
及
び
第
三
者
に
対
す
る
提
供
の
禁
止
）

第
十
二
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
犯
罪
事
実
確
認
若

し
く
は
第
六
条
（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
措

置
を
実
施
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
第
三
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

二

訴
訟
手
続
そ
の
他
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
又
は
刑
事
事
件
の
捜
査
の
た
め
に
提
供
す
る
場
合

三

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
提
示
す
る
場
合

四

第
十
六
条
第
一
項
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
若
し
く
は
提
出
若
し
く
は
提
示
を
求
め
ら
れ
、
又
は
質
問
若
し
く
は
検
査
に
応

じ
る
場
合

（
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
十
三
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
犯
罪
事
実
確

認
記
録
等
の
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

が
大
き
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち

に
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
公
表
）

第
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
第
四
条
（
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
氏
名
又

は
名
称
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

（
是
正
命
令
）

第
十
八
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
第
十
一
条
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と

認
め
る
と
き（
同
条
の
規
定
の
違
反
に
あ
っ
て
は
、第
十
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）

は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
認
定
等
及
び
認
定
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等

（
認
定
の
申
請
）

第
十
九
条

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
そ
の
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
（
民
間
教
育
保
育
等
事

業
者
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
委
託
を
受
け
て
当
該
民
間
教
育
保

育
等
事
業
者
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
に
係
る
事
業
所
を
管
理
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
前
章
の
規
定

に
よ
り
学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
と
同
等
の
も
の
を
実
施
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
旨
の
内
閣
総
理
大

臣
の
認
定
（
以
下
こ
の
章
（
第
二
十
一
条
第
一
項
を
除
く
。）に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

認
定
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

３

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

そ
の
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の

概
要
及
び
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
が
第
二
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
の
事
業
に
該
当
す
る
か

の
別

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
）

第
十
四
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
備
付
け
及
び
定
期
報
告
）

第
十
五
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
が
設
置
す
る
学
校
等
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
児
童
福
祉

事
業
の
事
業
所
の
管
理
を
行
う
施
設
等
運
営
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
つ
い

て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
の
適
切
な
実
施
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪

事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
犯
罪

事
実
確
認
実
施
者
等
の
事
務
所
、
学
校
等
の
施
設
、
児
童
福
祉
事
業
を
行
う
事
業
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入

り
、
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
質
問
さ
せ
、若
し
く
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
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三

前
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

第
二
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
行
う
業
務
が
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に

該
当
す
る
と
思
料
す
る
も
の
の
業
務
の
概
要

五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
二
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
及
び
同
項
第
四
号
の
業
務
の
詳
細
を
説
明
す
る
資
料

二

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
資
料

三

次
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程

四

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
犯
罪
事
実
確
認
を
適
切
に
実
施
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書

面
五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

（
認
定
の
基
準
等
）

第
二
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
に
係
る
前
条
第
三
項
第
二
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
及
び
同
項
第
四

号
の
業
務
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
民
間
教
育
保
育
等
事
業
及
び
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該

申
請
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
の
犯
罪
事
実
確
認
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児

童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

三

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児

童
対
象
性
暴
力
等
に
関
し
て
児
童
等
が
容
易
に
相
談
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

四

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
定
め
た
規
程

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
」
と
い
う
。）を
作
成
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
内
容

が
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
、
第
二
号
の
措
置
に
よ
り
把
握
し
た
状
況
、
前
号
の
児
童
等
か
ら
の
相
談
の
内
容
そ

の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
て
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
（
第

二
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
「
防
止
措
置
」
と
い
う
。）

ロ

前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
実
の
有
無
及
び
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
の
実
施

ハ

前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
児
童
等
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
児
童
等
を
保
護
し
、
及
び
支
援
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置

五

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
対
す
る
関
心
を
高
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
を
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
受
講
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

六

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

（
認
定
等
の
公
表
）

第
二
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
又
は
共
同
認
定
（
以
下
「
認
定
等
」
と
い
う
。）を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
共
同
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営

者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。）の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ

の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
以
下
「
認
定
等
事
業
」
と
い
う
。）の
概
要
及
び
第
二
条
第
五
項
各
号

に
掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
の
事
業
に
該
当
す
る
か
の
別

三

認
定
等
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
の
概
要

五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

（
認
定
等
の
表
示
）

第
二
十
三
条

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
事
業
に
関
す
る
広
告
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い

て
「
広
告
等
」
と
い
う
。）に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
広
告
等
に
同
項
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
二
十
四
条

認
定
事
業
者
等
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

３

認
定
事
業
者
等
は
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
又
は
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
措
置
を
変
更
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
（
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
認
定
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
取
り
消
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
（
認

定
等
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役

員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

二

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、そ
の
執
行
を
終
わ
り
、又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

三

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
共
同
認
定
の
申
請
）

第
二
十
一
条

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
は
、
そ
の
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
が

管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
前
章
の
規
定
に
よ
り
学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ

き
措
置
と
同
等
の
も
の
を
実
施
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
旨
の
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
以
下
「
共
同
認
定
」

と
い
う
。）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

共
同
認
定
は
、
共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
共
同
の
申
請
に
よ

り
行
う
。

３

第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
共
同
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
九
条
第
三
項
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
を
除
く
。）及
び
第
四
項
第
四
号
並
び
に
前
条
第
一
項
各
号
及

び
第
二
項
中
「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
」
と
、
第

十
九
条
第
三
項
第
二
号
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
に
限
る
」
と
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
資
料
」
と
あ
る
の

は
「
資
料
（
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
説
明
し
た
資
料
を
含
む
。）」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
の
遵
守
義
務
）

第
二
十
五
条

認
定
事
業
者
等
は
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
義
務
等
）

第
二
十
六
条

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
（
認
定
時
現
職
者
（
認
定
等
の
際
現
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
者
及
び
認
定
等
を
受
け
た
日
（
以
下
こ
の

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
認
定
等
の
日
」
と
い
う
。）の
前
日
ま
で
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て

い
た
者
で
あ
っ
て
認
定
等
の
日
の
後
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
、
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
、犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
に
急
な
欠
員
を
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

事
情
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ

せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
直
ち
に
そ
の
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
認
定
等
事
業
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
犯
罪
事
実
確
認
は
、
そ
の
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
た
日
か
ら
六
月
以
内

で
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
認
定
事
業
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
ま
で
の

間
は
、
そ
の
者
を
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
と
み
な
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
時
現
職
者
に
つ
い
て
は
、
認
定
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期

間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
全
て
の
者
（
認
定
等
の
日
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
当
該
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
犯
罪
事
実
確
認
が
完
了
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
等
が
法
定
の
期
間
内
に
認

定
等
事
業
に
従
事
す
る
全
て
の
教
育
保
育
等
従
事
者
に
つ
い
て
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
た
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

６

認
定
事
業
者
等
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
た
者
を
そ
の

者
の
直
近
の
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
日
（
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
日
を
い
う
。）の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
超
え
て
引
き
続
き
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従

事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
、
改
め
て
、
そ
の
者
に

つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
が
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
他
方
の
者
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処

規
程
に
定
め
る
防
止
措
置
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の

犯
罪
事
実
確
認
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
）

第
二
十
七
条

認
定
事
業
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
認
定
事
業
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条

中
「
第
六
条（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
措
置
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
防
止
措
置
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
、
児
童
福
祉
法
第
二
十

一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条

第
一
項
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一

項
」
と
、「
提
出
若
し
く
は
提
示
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
備
付
け
及
び
定
期
報
告
）

第
二
十
八
条

認
定
事
業
者
等
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
犯
罪
事
実
確
認
の

実
施
状
況
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

認
定
事
業
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
等
（
犯
罪
事
実
確
認
、
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び

第
六
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
措
置
並
び
に
児

童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
措
置
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
実
施
状
況

及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
内
閣

総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
二
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
等
の
適
切
な
実
施
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
認
定
事
業
者
等
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
等
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪
事

実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
認
定
事

業
者
等
の
事
務
所
、
認
定
等
事
業
を
行
う
事
業
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
犯
罪
事
実
確
認
等
の
実
施
状

況
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
適
合
命
令
及
び
是
正
命
令
）

第
三
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
等
に

対
し
、
期
限
を
定
め
て
、当
該
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
（
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）は
、
当
該
認
定
事
業
者

等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
三
十
一
条

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
事
業
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら

か
じ
め
、
そ
の
旨
及
び
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
止
の
日
」
と
い
う
。）を
内
閣
総
理
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
廃
止
の
日
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
等
は
、
廃
止
の
日
と
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
日
以
後
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
認
定
等
の
取
消
し
等
）

第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
等
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
等
を
受
け
た
と
き
。

二

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
と

き
。

四

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
等
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

一

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

認
定
等
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

三

第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。
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四

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
。

五

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し

た
と
き
（
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
違
反
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）。

六

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若

し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答

弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
等
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
等

（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
申
請
）

第
三
十
三
条

対
象
事
業
者
（
第
四
条
（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
従
事
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
特
定

性
犯
罪
事
実
該
当
者
に
該
当
す
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下「
犯
罪
事
実
確
認
書
」と
い
う
。）

の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
交
付
申
請
」
と
い
う
。）の
対
象
と
す
る
従
事
者
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
申
請
従
事
者
」
と
い
う
。）の
行
う
業
務
が
施
設
等
運
営
者
又
は
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
施
設
又

は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
申
請
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営

者
又
は
共
同
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
共
同
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
事
業
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ

の
代
表
者
の
氏
名

二

申
請
従
事
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

三

申
請
従
事
者
が
勤
務
す
る
学
校
等
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
申
請
従
事
者
が
従
事
す
る
児
童
福
祉
事
業
若
し
く

は
認
定
等
事
業
の
概
要

四

申
請
従
事
者
が
行
う
業
務
の
内
容

五

申
請
従
事
者
が
教
員
等
又
は
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
従
事
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
予
定
の
日
（
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に

お
い
て
「
従
事
予
定
日
」
と
い
う
。）

六

交
付
申
請
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
申
請
を
し
た
者
の
う
ち
犯
罪
事

実
確
認
書
の
送
付
を
受
け
る
者

七

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

４

前
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。）に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
従
事
者
と
対
象
事
業
者
と
の
間
の
雇
用
契
約
の
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
申
請
従
事
者
を
交
付
申
請

に
係
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

５

対
象
事
業
者
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
申
請
従
事
者
に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請

対
象
者
情
報
（
当
該
申
請
従
事
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別
並
び
に
当
該
対
象
事
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
三
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。）を
記
載
し
た
書
面
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
内
閣
総
理
大
臣

に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類
（
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申

請
従
事
者
に
係
る
除
か
れ
た
戸
籍
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）

イ

当
該
申
請
従
事
者
の
本
籍
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
特
定
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
本
人
特
定
情
報
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
ロ
に
お
い
て「
本
籍
等
」

と
い
う
。）が
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
全
て
の
戸
籍
の
抄
本
、
戸
籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
、

同
法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戸
籍
証
明
書
又
は
戸
籍
の
謄
本

ロ

当
該
申
請
従
事
者
の
本
籍
等
が
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
全
て
の
除
か
れ
た
戸
籍
の
抄
本
、
除
か
れ
た
戸

籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
、
戸
籍
法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
籍
証
明
書
又
は
除
か
れ

た
戸
籍
の
謄
本

二

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合

当
該
申
請
従
事
者
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
本
人
特
定
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に

必
要
な
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
従
事
者
が
同
項
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
の

う
ち
に
当
該
申
請
従
事
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
提
出
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
（
本
人
特
定
情
報
の
変
更
の
有
無
及
び
内
容
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

申
請
従
事
者
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
を
当
該
対
象
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
と

き
は
、
当
該
対
象
事
業
者
は
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

８

内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
人
特
定
情
報
の
確
認
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
、
指
定
都
市
の
区
若
し
く
は

総
合
区
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
照
会
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
確
認
）

第
三
十
四
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
申
請
従
事
者
に
係
る

次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
本
人
特
定
情
報
」
と
い
う
。）を
提
供
し
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を

通
知
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

氏
名
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
氏
名
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

二

出
生
の
年
月
日

三

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ

当
該
申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
場
合

本
籍
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全

て
の
本
籍
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

ロ

当
該
申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

国
籍
等
（
以
下
こ
の
ロ
及
び
次
項
に
お
い
て
「
国
籍
等
」
と
い
う
。）（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更

前
の
全
て
の
国
籍
等
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

２

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
各
号
の
い
ず
れ
の
場
合
に
該
当
す
る
か
の
確
認
を
行
っ
た
日
（
次
条
第
四
項
及
び
第

三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
確
認
日
」
と
い
う
。）を
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
事
件
（
拘
禁
刑
又
は
罰
金
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）の
保
管
記
録
（
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
保
管
記
録
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
さ
れ
た
被
告
人
の
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
本
籍

又
は
国
籍
等
の
う
ち
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
本
人
特
定
情
報
に
合
致
す
る
も
の
が
な
い
場
合

そ

の
旨
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二

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
事
件
の
保
管
記
録
に
記
録
さ
れ
た
被
告
人
の
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
本
籍
又
は

国
籍
等
の
う
ち
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
本
人
特
定
情
報
に
合
致
す
る
も
の
が
あ
る
場
合

本
人
特

定
情
報
に
合
致
す
る
被
告
人
の
特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

罪
名

ロ

裁
判
（
拘
禁
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
確
定
裁
判
に
限
る
。）の
主
文
の
内
容

ハ

ロ
の
裁
判
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
令
の
適
用

ニ

ロ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日

ホ

当
該
被
告
人
が
当
該
特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
、
そ
の
言
渡
し

が
取
り
消
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

ヘ

当
該
被
告
人
が
当
該
特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
）

第
三
十
五
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
交
付
申
請
を

し
た
対
象
事
業
者
に
対
し
、
当
該
交
付
申
請
に
係
る
申
請
従
事
者
の
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

交
付
申
請
が
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
で
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事

実
確
認
書
の
交
付
は
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
三
項
第
六
号
の
者
に
対
し
て
犯
罪
事
実
確
認
書
を
送
付
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
（
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る

基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。）又
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
対
象
事
業
者
か
ら
の
交
付
申
請

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
命
令
に
係
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
る
ま
で
の
間
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交

付
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

４

犯
罪
事
実
確
認
書
に
は
、
申
請
対
象
者
情
報
及
び
確
認
日
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
。

一

申
請
従
事
者
が
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

そ
の
旨

二

申
請
従
事
者
が
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
申
請
従
事
者
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
の
区
分

ロ

そ
の
特
定
性
犯
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
日

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
に
係
る
申
請
従
事
者
に
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
す
る

内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

交
付
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
（
当
該
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求

が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、当
該
訂
正
請
求
に
係
る
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
ま
で
）

は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
事
実
確
認
書
の
様
式
そ
の
他
の
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
の
手
続
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
）

第
三
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
申
請
従
事
者
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿（
次
項
に
お
い
て「
犯

罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
」
と
い
う
。）を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

本
人
特
定
情
報

二

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
第
三
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三

第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
次
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
か
ら
通
知
さ
れ
た
事
項

四

次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
決
定
の
内
容

五

犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
し
た
事
項
及
び
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
の
日

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
様
式
そ
の
他
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
訂
正
請
求
）

第
三
十
七
条

第
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
申
請
従
事
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ

た
内
容
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
内
容
」
と
い
う
。）が
事
実
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣

に
対
し
、
当
該
通
知
内
容
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。）は
、
第
三
十
五
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

訂
正
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

訂
正
請
求
を
す
る
者
の
申
請
対
象
者
情
報

二

訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法
務
大
臣

に
対
し
、
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

法
務
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
、
そ
の
内
容
を
訂
正
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

内
閣
総
理
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
通
知
内
容
を
訂
正
す
る
旨
の
決
定
を
し
、
訂

正
請
求
を
し
た
申
請
従
事
者
に
対
し
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
交
付
申
請
を
し
た
対
象
事
業
者

に
対
し
訂
正
し
た
内
容
を
記
載
し
た
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

内
閣
総
理
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
通
知
内
容
を
訂
正
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
、

訂
正
請
求
を
し
た
申
請
従
事
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
廃
棄
及
び
消
去
）

第
三
十
八
条

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
対
象
事
業
者
及
び
第
九
条
第
二
項
、

第
十
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
犯
罪
事
実

確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
犯
罪
事
実
確
認
書
及
び
犯
罪
事
実
確

認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
係
る
記
録
（
第
四
十
六
条
第
三
号
に
お
い
て
「
犯
罪
事
実
確
認
記
録
」
と
い
う
。）を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
廃
棄
し
及
び
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
申
請
従
事
者
が
離
職
し

た
場
合
又
は
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
が
当
該
申
請
従
事
者
を
任
命
せ
ず
若
し
く
は
雇
用
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
が
経
過
す
る
日
ま

で
に
、
当
該
申
請
従
事
者
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
廃
棄
し
及
び
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
従
事
者
が
離
職
し
た
場
合

離
職
の
日

二

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
が
当
該
申
請
従
事
者
を
任
命
せ
ず
又
は
雇
用
し
な
か
っ
た
場
合

従
事
予
定
日
と

し
て
当
該
申
請
従
事
者
の
犯
罪
事
実
確
認
書
の
申
請
書
に
記
載
し
た
日
（
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
の
日
が

当
該
従
事
予
定
日
よ
り
遅
い
と
き
は
、
当
該
交
付
の
日
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
は
、
学
校
設
置
者
等
、
施
設
等
運
営
者
又
は
認
定

事
業
者
等
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
が
経
過
す
る
日
ま
で
に
、

当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
が
取
得
し
た
全
て
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
廃
棄
し
及
び
消
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
職
員
等
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
三
十
九
条

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ

の
職
員
若
し
く
は
従
業
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
犯
罪
事
実
確
認
書
（
第
三

十
五
条
第
四
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
記

載
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
手
数
料
）

第
四
十
条

認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
こ
れ
ら
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業

の
事
業
所
の
管
理
を
行
う
事
業
運
営
者
を
除
く
。）は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
大
臣
へ
の
協
議
）

第
四
十
一
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
及
び
第
三
号
ハ
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
九
号
、第
四
条
第
二
項（
第

九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条
及
び
第

七
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
内
閣
府
令

文
部
科
学
大
臣

二

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令

文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

（
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
へ
の
内
閣
総
理
大
臣
に
係
る
権
限
の
委
任
）

第
四
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
す
る
。

第
六
章

罰
則

（
情
報
不
正
目
的
提
供
罪
）

第
四
十
三
条

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ

の
職
員
若
し
く
は
従
業
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載

さ
れ
た
情
報
を
自
己
又
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
書
不
正
取
得
罪
）

第
四
十
四
条

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し

た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
虚
偽
表
示
罪
及
び
情
報
漏
示
等
罪
）

第
四
十
五
条

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
第
一
項
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付

し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

第
三
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
内

容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
帳
簿
の
不
備
等
の
罪
）

第
四
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

一

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

た
と
き
。

三

第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
犯
罪
事
実
確
認
書
の
廃
棄
又
は
犯
罪
事
実
確
認
記
録
の
消
去
を
し
な
か
っ
た

と
き
。

（
国
外
犯
）

第
四
十
七
条

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
を
犯
し

た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
四
十
八
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人

の
業
務
に
関
し
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
前
の
刑
法
に
規
定
す
る
罪
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
）

第
二
条

第
二
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
は
、
同
号

に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

一

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
刑
法
一
部
改
正
法
」

と
い
う
。）に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
百
七
十
八
条
の
二
、
第
百
八
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
の

罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

二

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

２

第
二
条
第
七
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
罪
（
刑
法
一
部
改
正
法
に
よ
る
改
正

前
の
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
前
段
の
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。）は
、
同
号
に
掲
げ
る

罪
と
み
な
す
。

（
懲
役
を
言
い
渡
す
裁
判
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
）

第
三
条

第
二
条
第
八
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
並
び
に

第
二
号
ロ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
又
は
そ
の
全
部
の
執

行
猶
予
を
言
い
渡
す
裁
判
は
、
拘
禁
刑
又
は
そ
の
全
部
の
執
行
猶
予
を
言
い
渡
す
裁
判
と
み
な
す
。

（
準
備
行
為
）

第
四
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政

令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
学
校

設
置
者
等
、
教
員
等
、
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
、
教
育
保
育
等
従
事
者
及
び
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
の
範
囲
を

含
め
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



令和 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

第
二
十
四
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
は
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
四
条
の
十
六
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場
合

当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
の
十
七
第
九
号
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ

る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
十
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
中
「
維
持
す
る
」
を
「
維
持
し
、
又
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業

者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
至
つ
た
と
き
は
」
を
「
至
つ
た
場
合
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
若
し
く
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

を
行
う
者
が
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場

合
に
は
」
に
改
め
、「
適
合
す
る
た
め
」
の
下
に
「
又
は
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
は
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
館
、
児
童
養

護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
（
第
四
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

「
乳
児
院
等
」
と
い
う
。）の
設
置
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
条
中
「
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
」
を
「
こ
の
法
律
若
し
く
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業

者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
」
に
、「
勧
告
し
、
又
は
」

を
「
勧
告
し
、」に
改
め
、「
か
つ
、」の
下
に
「
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」を
、

「
認
め
ら
れ
る
と
き
は
」
の
下
に
「
、
当
該
設
置
者
に
対
し
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
こ
の
」
を
「
若
し
く
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に

よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
」に
改
め
、「
か
つ
、」の
下
に「
当

該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
に
」
を
「
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

学
校
教
育
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二

学
校
（
大
学
を
除
く
。）の
設
置
者
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児

童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
並
び
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生

を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
専
修
学
校
に
、」の
下
に
「
第
十
二
条
の
二
の
規
定
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
を
置
く

も
の
に
限
る
。）に
、」を
加
え
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
が
設

置
す
る
児
童
相
談
所
に
つ
い
て
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性

暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力

等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
し
、
及
び

児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場
合

当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
第
十
号
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育

等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
維
持
す
る
」
を
「
維
持
し
、
又
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ

る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
」に
、「
求
め
、」を「
求

め
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
達
し
な
い
と
き
は
」
を
「
達
し
な
い
場
合
又
は
乳
児
院
等
の
設
置
者
が
学

校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場
合
に
は
」
に
、

「
勧
告
し
、
又
は
」
を
「
勧
告
し
、」に
改
め
、「
か
つ
、」の
下
に
「
そ
の
施
設
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」
を
加

え
、
同
条
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
又
は
運
営
が
第
四
十
五
条
第
一
項
の
基
準
に
達
せ
ず
、か
つ
、」を「
前

項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
施
設
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
若
し
く
は
こ
の
」
を
「
若
し
く
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童

対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
）

第
六
条

第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
施

設
の
設
置
者
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
同

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び

児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
子
ど
も
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
社
会
福
祉
法
」
の
下
に
「
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る

児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。
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（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
六
号
」
を
「
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
七
号
」

に
改
め
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、第
十
九
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
八
号
の
二
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三
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